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［調査］「1946年雇用法」の成立について（1）

1．　はじめに

　〔1）1946年2月20日，ローズヴェルト亡き後を受け

た合衆国大統領ハリー・S・トルーマンは，第79議会

公法304号に署名した。ここに「1946年雇用法」がつ

いに成立した。前年1945年1月22日目「1945年完全

雇用法案」が上院に上記されて以来展開されてきた一大

論争がこのPL　304の成立によって一応の結着を見たの

である。

　そのセクション2「政策の布告」は，同法立法の目的

を次のように規定している。

　「産業，農業，労働，および州と地方政府の援助と協

力のもとに，連邦政府の必要と義務および全国的政策の

他の不可欠の考慮要件と両立するすべての実行可能な手

段を用い，自由競争企業制度と一般的福祉を育成し促進

することを意図した仕方で，能力と意欲を持ちかつ仕事’

を求める者に有用な雇用が与えられ，る諸条件を創出し維i

持する目的のた齢に，すべての連邦政府の計画，機能，

および資源を統合し利用し，最大限の雇用，生産，およ

び購買力を促進することが，連邦政府の持続的政策かつ

責任であることを，議会はここに布告する」1）。

　PL　304は，のちに見るように，マリ」原案S．380に，

上院審議，下院審議，そして上下両院連合協議委員会審

議を通して徹底的な修正が加えられて最終成案となった

ものであるから，「すべての人にとってすべての事を意

味しうる」2）文面となっているという極端な評価を下す

　1）「雇用法」の原文は，Stephen　K　13aily，　Ooη一

σγ8∬漁南θ3αL側」Tんθ860rのθん伽磁ゐθE呪μo蜜一

7π侃ご煮06〔ゾ1946，Columbia　U．　P．，1950，　pp．228－232．

あるいは最近では，Hugh　S．　Norton，　TんθE祝pZoッ．

糀θ撹孟0εα醐彦んθσ0ππ0記〔ゾEoOπ0忽011伽ぎ3θγ3，

1946rZ976，　U．　of　SQuth　CarQlina　P．，1977，　ApPendix

Dに与えられている。邦訳はアメリカ学会訳編『原典

アメリカ史　第6巻』（岩波書店，1981），PP．133436

にある。なお，この邦訳は原典の参照ページをベイリ

ー上掲のマリー原案のそれと間違えている。
　2）　丁側θ漉θごんゑηηゼリθγ∫αγ穿（ゾ6んθ．E卿勿ηLθ窺

オ。‘｛ゾ1946」五ηEooπoηz乞。鞠呪poε勿呪，　U．　S．　G．P．0．，

1966，P・35におけるNevins．D・Baxterの発言。

論者もいる。しかし，PL　304は，まさにごの「政策の

布告」なる重要条項において，「最大限の雇用，生産お

よび購買力を促進すること」が，ほかならぬ合衆国「連

邦政府の持続的政策かつ責任」であると宣言したのであ

る。このことだけは，まこうかたのない事実であると言

わなければなるまい。

　しかも，この「雇用法」の規定によって，合衆国大統

領は毎年の会期の初めに議会に対して「経済報告」を行

うことを義務づけられ，報告の内容として特定されたの

は，雇用，生産，および購買力の水準とその趨勢，上記

「布告」に唱われた政策目標を遂行するための連邦政府

計画などであった。同時に，この立法の目的を遂行す

る助けとして大統領行政府の中に「経済諮問委員会」

．（CEA）が創設された。上記「布告」の遂行のために専

門の経済学者が大統領行政府に恒常的に参加する道が開

かれたのである。さらには，この法によって，両院「経

済報告合同委員会」（のちに「合同経済委員会」JEC）が

設立されることになった。その後の事態の経過の中で，

独自のスタッフ．を持ち広範な公聴会を開くJECの存在・

の意義の大きさが次第に明らかになった。

　すべてこうしたことは，1920年代末までの，いなも

っと言えば，「雇用法」成立以前のアメリカ合衆国では，

考えられ’ない本格的な変化であった。まことに，「雇用

法」はCEA初代委員長が述べたように，「r自由競争企

業体制』の原則の力強い再確認であると同時に，経済分

野における連邦政府の責任の拡大の積極的な宣言」3）を

なすものであった。　　　　．　　　　　　　｛．

　こうして，「1946年雇用法」の成立は，アメリカ経済

における連邦政府の役割の発展のうえで1つの分水嶺を

なす出来事であった。．． ｾうまでもなく，「雇用法」は，

その名称が連想させるところとは違って，何か雇用調整

とか労働の再訓練とかいったことに関する政府の雇用政

策の法的規定を与えたものではない。合衆国連邦政府の

意識的計画的財政政策の法的根拠をなしているところに

　3）　Edwin　G．　Nburse，　Eooπo厩。∫伽読θP％協0

8θ漉。θ’4伽翻36γαあ”8且3Pθoオ∫げ伽E呪卿拠θη診

孟。孟，1丸Y．，1953，p．29。
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その意義がある。ここでは，この意識的計画的財政政策

ということが強調されなければならない。このような財

政政策の遂行が，すなわち時代の文脈で言えば，ケイン

ズ政策の遂行が，1連邦政府の「責任」であると唱われた

ところに「雇用法」成立の決定的な歴史的意義が求めら

れなければならない。だからこそ，「雇用法」制定・実

：施の10年後アルヴィン・ハンセンはPL304をもって

「完全雇用のための政府計画のマグナ・カルタ」4）である

と喝破したのである。われわれが「雇用法」に注目する

理由もまたそこにある。

　（2｝さて，「雇用法」の成立過程を検討する揚合，さ

しあたりまず問題になるのは，一体どこから始めるかと

いうことである。「雇用法」の直接の立法過程について

は，ベイリー［上掲，注1］がアメリカ合衆国における

決定版とも言える研究成果であり，それ以後この労作に

挑戦しようとする例はないと言っても過言ではない。と

ころで，「1945年完全雇用法案」の上提から「1946年雇

用法」の成立に至る1年余は戦時経済から平時経済への

「再転換論争」に密接にかかわって「完全雇用法案」が議

論された時期であった。法案推進派の側にその動機を与

えたのは，動員解除に伴う戦後不況＝大量失業の恐れで

あった。、「雇用法」誕生の産婆役となったのは，この歴

史的文脈であった。

　だが，ここで注意しなければならないのは，S。389や

PL・304に結実する財政政策の構想はニューディール期

における手さぐりの「実験的進化」という歴史的な準備

過程なしには考えられないものであったという事情であ

る。1929年の大恐慌勃発直前から1933年3月までのフ

ーヴァ政権の時代が，伝統的観念に立つ連邦政府の政策

が大恐慌の深化を前にしてその無力を暴露した時期であ

ったとすれば，それに続くローズヴ．ニノレト政権の二’ユー

ディール期は，連邦政府が伝統的観念にひざまづきなが

らの反抗を行いつつ大恐慌という「異常時」，「緊急時」

の名のもとにスペンディングの実験を重ねた時期であっ

た。ここではニューディールと呼ばれうる時期を1938

年までと理解しておくが，「実験的進化こそニューディ

ーノレを理解するカギである」というバジル・ラウチの仮

説5）は今なお注目に値するものと筆者は考えており，ス
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ペンディング・ポリシーに結実してゆくニューディール

期の財政政策の展開もまた実験的進化の過程と解するの

が最も適切であるように思われる。

　そしてニューディールの試行錯誤の過程がある1つの

ことを生み出していたことは確かであった。それは，連

邦政府の活動範囲の拡大であった。「政府は行動するこ

とを余儀なくされ，そうすることによってます．ます深く

介入しでいった」6）。財政規模が拡大し，連年財政赤字

を生んだ。この過程は，「政府の通常の（そして最小限

の）機能をまかなうための歳入を生み出すという財政政

策の伝統的観念」から「国民所得，生産，および雇用を

コントローノレする」ことが連邦政府の役割であるという

認識への移行をもたらした7）。連邦政府が収支相償うべ

き「家計」視されていた段階から，国民経済のコントロ

ーラーとみなされる段階に立ち至ったのである。ニュー

ディール期におけるこうした事実としての変化と経験な

しに，合衆国における財政政策の革命は語ることができ

ない。財政革命は，レヴォルーションというよりむしろ

エヴォル「シ目ンであった8）。その意味で「雇用法」を

準備した歴史過程として，われわれはニューディール期

の財政政策の実験的進化から筆を起すことにする。

　さて，財政政策の変化をもたらした要因の2つが，今

述べた事実としての変化と経験の蓄積であったとすれば，

いま1つの要因としてそれに体系的根拠と確信を与える

「思想」もまた必要であった。そして，この点で忘れて

ならないのは，ケインズとケインズ理論の果した役割で

あろう。もちろん，事態を仔細に見れば，ニューディー

ル期に関する限り，ケインズの影響はほとんど認められ

ない。ニューディーラーズの中で「バジェッ1ト・バラン

サーズ」と対比して呼ばれた「スペンダーズ」もケイ7

ズとは独立に，自分自身の経験と直観からスペンディン

グを唱道した。しかしまた『一般理論』の公刊以降，ニ

ュー fィールの唯一の失敗は何であったのかを当時の有

力な経済学者のあいだに目から鱗が落ちる体で納得させ

たのは，ケインズであった。そこで，ニューディール期

から「雇用法」成立までの歴史過程におけるケインズと

ケインズ理論の位置づけという興味ある問題にも以下で

言及することにしたい。

　4）　AIVin　H．　Hansen，　Tんθ！1隅θγ乞。απEooπ伽Ψ，

N．Y．，1957，　p．89．小原敬士／伊東政吉訳『アメリカ

の経済』（東洋経済新報社，1959），P．114。

　5）　Basil　RaUch，　Tんθ剋瀦oγ〃（ゾ6んθハr8ωエ）θα‘

1933－1938，1944，Reprinted　1975，0ctagon　Books
edition，　P．　xvi．

　6）Arthur　E．　Bums／Donald　S．　Watson，θoηθγπ一

祝θ嘘珈θπ直π9α嘱Eooπ侃乞。翫μ箆8ゼ。π，1944，

Reprinted　1972，　Da　Capo　Press　edition，　p．　vi．

　7）　同上，PP．51－52。

　8）　Herbert　Stein，　TゐθFピ∫oαZ　E6勿oZ％あ。％6η

．4ηLθγゼ。α，U．　of　Chicago　P，，1969，　pp．3－4．
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2．ニューディール：実験的進化

経　　済　　研　　究「

　（1）実は，「雇用法」の前史を本格的に確定しようと

すれば，われわれはかなり遠くにまで遡らなければなら

ない。つまり，視点を合衆国におけるあれこれの景気安

定策のアイデアの進化にとれば，すなわち政策思想史の

視角から見れ’ぱ，おそらく「雇用法」の前史は合衆国に

おける景気循環というこの「近代的生活」の開始にまで

遡るとしなければならないだろう。連邦議会は19世紀

を通してそのつどの恐慌ないし不況の原因についてア

ド・ホックな調査を行っているからである。20世紀に入

ってからでも，例えば1921年に・・一ディング大統領が召

集した「失業コンファランス」が有名であり9）～その際

時の商務長官フーヴァが主宰した通称フーヴァ委員会の

報告書r合衆国における最近の経済的変化』（1929年に

公刊）は，このコンファランスの1つの産物である。

　本稿で19世紀以来のこうした過程について立入った検

討を行わないのは，大部分は手許の資料不足にあるけれ

ども，一部は筆者には確かであると思われるある予想か

らも来ている。すなわち，よしんばこれらの過程，とり

わけ1920年代のそれに：立入ることができたとしても，

アメリカ合衆国に．おいて以上の過程の中から用意されて

きたあれこれの政策思想ないし構想は，1929年に始ま

る未曾有の恐慌に十分太刀打ちできるだけの深みと広が

りを具備していなかっただろうと予想されるのである。

過去の経緯はどうあれ，1929年に始まる大恐慌は従前

の政府政策，とりわけ財政政策の思想がその中に放り込

まれてその真価を問われることになったルツボであった。

　いま1つだけ伝来の政策構想の失敗の例を挙げれば，

郵便局，河川港湾建設といった公共事業支出のカウンタ

ー・ Tイクリカルな利用という構想が好例であろう。連

邦および州・地方政府のこうした公共事業支出のタイミ

ングを景気循環の浮沈に合せて計画的に行い，それを好

況局面では減らし不況局面セは増やすことによって景気

循環の波をならそうという構想は，財政当局者がおのず

から発想するも∂）として1920年代の合衆国では自明の

ものとされていた10）。しかも，この構想は大統領に就

任しようとしていたフーヴァその人の公約でさえあった。

フーヴァ当選後に開催された全国州知事会議でフーヴァ

の意を体したメイン州知事ブルースターがこの種の支出

のため．の「30億ドル準備基金」計画を公表しているの

9）　ノース，前掲，の第4章は20世紀に入ってか

らのいくつかの取組みを伝えている。

　10）　バーンズ／ワトスン，上掲，P・31。

Vo1．34　No．1

である11）。

　だが，すでに前稿で指摘したように12），フーヴァ大統

領に1931年3月のワグナー「連邦雇用事業」法案に拒

否権を発動したし，「大統領雇用緊急委員会」のウッズ

委員長が失業救済のための公共事業の促進を目的とした

8億4000万ドルの支出を勧告したときにも，．これをに

べなく拒否して，最大限1億5000万ドルの支出を許し

たにすぎず，ウッズは傷心のうちに委員長を辞任してい

った。

　顧れば，公共事業支出のタイミングによる景気の平準

化という構想は，繁栄の20年代に夢想された机上のプ

ランにすぎなかった。誰もが自明のものとしながら，最：

後の詰めが行われていなかったのである。何よりもまず，

緊急公共事業支出の拡大のためにいかにして資金調達を

行うかがあいまいであった。なるほど，長期的には好況

局面での支出減と不況局面での支出増が相殺されあうと

いうのがこの構想の背後にある確信であった。だが，い

ま現に緊急に支出増を行うとき短期的な資金調達はどう

するのか，税収からまかなうのか，国債を発行するのか，

この点ははっきりしていなかった13）。結局，フーヴァ．

・大統領は，財政均衡主義の呪縛から逃れることができず，

公共事業支出の増大は増税に導き，増税はまた企業努力

に水をさし，結果と．しては失業をもたらすにすぎないと

いう論理’をもって，いかなる公共事業・救済法案に対し

ても断固として拒否権を発動し続けたのである。そして

このように「断固として」，すなわち信念をもって，公

共事業支出の拡大を拒否することができたところに，フ

ーヴァ大統領とその失敗が外ならぬ「時代の産物」であ

ったことも前王で明らかにした通りである。フーヴァ政

権の経済政策とローズヴェルト政権のニューディール

の「連続性」を強調する議論が一部に見られるが14），

歴史の1つの解釈としては興味あるアプローチではある

としても，フーヴァ政権の伝統的「アメリカニズム」の

厳密な適用と対比されるローズヴェルト政権のニューデ

　イールの「嵐のような実験」は，両者の「断絶」こそが

歴史の実態であることを示唆している。

　（2｝ローズヴェルト政権が発足したとき，アメリカに

おける銀行恐慌はその頂点に達していた。取付けが疫病

11）　スタイン，上掲，P・10。

．12）　平井規之「フーヴァ政権の恐慌対策一財政

政策の『革命前夜』一」本誌，28－2，1977年4月。
13）　スタイン，上掲，P．10。

14）例えば，Murray　N・Rothbard，滋η乙θγ勿α，3

θγθα61）θpγθεεぎ。η，3rd　ed．，　Kansas　City，1975。
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的に広がり，全国の約半分の州はバンク・ホリデイを宣

言していた。これに対して就任直後のローズヴェルトは

断固とした行動をもって対処した。まことに，「銀行恐

慌の処理は，ニューディールの歴史のうえで最も輝かし

いページの1つであった」15）。本稿では金融政策には立

入らないが，ここで1つだけ言及しておくことがある。

　ローズヴェルト政権は，銀行恐慌への緊急の対処の中

から結局金本位制の停止にまで行きついた。ローズヴェ

ルトは；就任直後の1933年3月6日に，2つの大統領

令を下した。1つは3月9日に議会に特別会期の開催を

求めたもので，いま1つは第1次大戦時の「対敵通商法」

という「いささか疑わしい法的権限に依拠して」ユ6）3月

9日までの全国の銀行のバンク・ホリデイとその間にお

ける銀行による金の取引の停止を宣言した。3月9日，

議会は「緊急銀行法」（Elnergency　Banking　Act　of

1933）を通過させた』同法は3月6日の大統領の行動を

承認し，正金の取引に関して大統領に広範な権限を与え，

また連銀のバンク・ノート．の緊急発行を認めた。翌3月

10日ローズヴェルトは再び大統領令を発しrバンク・

ホリデイ以降においても財務長官の認可がない限り銀

行・非銀行機関が金の支払いを行うことを禁止した。さ

らに4月5日，20日，および28日の大統領令は財務長

官の認可がない限りすべての国際的金取引を禁止し，い

かなる個人または機関に対しても一コレクションを目

的とした100ドルまでを除いて一口の保有を禁止した。’

こうしてア〆リ．力合衆国は金本位制を離脱した。

　同時に，フーヴァ政権末期以来2度にわたって廃案に

なってきた「インフレ派」の立法が「農業調整法」（A

AA）に対する「トマス修正法」によって可決され5月

12日，大統領の調印を見た。これによって大統領は30

億ドルを上限とする保証なきグリーンバック紙幣の発行

を財務長官に命令する権限が与えられた。また，6月16

日の「銀行法」（Banking　Act　of　1933）によって「連邦

預金保険公社」（Federal　Deposit　Insurance　Corpora．

tion）が設立され，取付けの回避の保証を与えた。

　ここに見たアメリカの金本位制からの離脱と付随する

措置は，連邦政府がインフレ政策ないしは拡大政策を持

続的に遂行することを可能にしたと言える。金の国内流

　15）　Paul　Studenski／Herman　E．　K：roos，：F伽απ一

〇づαZ刀「甜60γ31qプ孟んθ　ひπ客6θ686α孟θ3，1952，　p．384．

　16）William　E．　Leuchtenburg，∬γ醐臨πn
1～oo3θ”θZ6απ（ε孟ん8ハr6ω1）θαZ　1932－1940，1963，　p．42．

陸井三郎訳『ローズヴェルト．』（紀伊国屋書店，1968），

P．33。
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出の恐れはなくなり，国外流出の恐れもなくなり，銀行

取付けを引．き起す有力な要因も取り除かれた。連銀と財

務省の権限が強まり，連銀は連邦政府政策に資金面でよ

り大きな責任を果すことができるようになった。こうし

て，連邦政府の財政政策は対外的対内的な貨幣面での制

約から解放されたことになる。

　だが，アメリカ合衆国における財政政策の進化＝革命

の途上では，このいわゆる「管理通貨制」の成立に，過

大な評価を与えることはできない。連邦政府の拡大的財

政政策が貨幣的制約から解放される枠組が与えられたこ

とは確かであるが，これによって財政革命が完遂された

わけではない。「管理通貨制」という器は与えられたけ

れども，中身の財政政策そのものがなお多くの制約を乗

り越えて進化してゆかなければならなかったのである。

以下の行論は，それを証明することを1日目課題として

いると言ってよい。

　（31そこでまず，ローズヴェルト政権がニューディー

’ル期に行った実際の政府支出の動きを検討してみよう。

第1表が検討の対象である。原表には，「緊急支出」と

いう用語は明示されているわけではなく，したがってま

た「公共事業」，r失業救済」，・「貸付・出資」が1つの大

項目のもとにくくられて作成されているわけでもないが，

このr財務長官報告』の基礎にある考え方，すなわちニ

ュー fィール期に行われていた「2重予算」方式を忠実

に反映させれば，この方が実状に合っているし理解もし

易い。なお「2重予算」方式については別の行論で検討

する。

　さて，第1表から看取され’るニューディールの財政支

出の大きな特徴は，「国防」費の支出が相対的に安定し

ていることである。ニューディールの恐慌対策はもっぱ

ら民生支出の増大として行われ，軍備増強の方向をとっ

たのではないことがここに改めて確認される。合衆国が

第2次世界大戦に参加してゆく過程は，第1次大戦の揚

合と同様，興味ある研究対象をなし習いるが，今，ロー

ズヴェルト大統領自身が積極的な欧州戦介入を意思表示

、した行動を挙げれば，有名な「隔離」演説であろう。病

の蔓延から社会の健康を防御するために侵略者（ファシ

スト）という病人を隔離せよという趣旨の演説である。

ローズヴェルトが中西部の「孤立主義」（欧州戦不介入

論）の中心地，シカゴに乗り込んでこの観測気球を打ち

上げるのはやっと1937年10月のことである。この年7

月目，日本が藍溝橋事件をきっかけに中国侵略を開始し

たとき合衆国の中立政策がいかに不適切かが暴露されて

いたのである。1938年の年頭教書で，ローズヴェルト
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第1表連邦政府支出内訳（ig31－1939会計年度）、

Vo1．34　No、1

（単位：100万ドル）
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［出所］オππ鵬ZEθpo悌。／協θ8θθγθ‘α矧。∫疏θTγ8α側γ防1939，p．367．
ξ

は6隻の戦艦建造の承認とそのあとなお12隻の建造の

予備承認を訴えた。「両洋」海軍の建設が彼の目標であ

　つた。もっとも，それ以前の1934年3月に「ヴィンス

　ン海軍対等法」が通り，同法は，ワシントン，ロンドン

両条約の制限一杯までの海軍増強を唱っていたけれども，

議会が十分な予算をつけなかったので1938年の時点ま

では主として更新ベースでの建艦が行われていたにすぎ

1・ない。ローズヴェルトの年頭教書を受けて，「ヴィンス

　シ海軍拡張法」が議会を通過したのは，1938年5月で

あった。当時の時点では，・軍備増強とは何よりもまず大

量巨砲主義の実現として理解されており，実際に合衆国

がその後戦時経済体制に入るときも航空機増産ではなく

まず主力艦の増強から着手している。したがって，「ヴ

　ィンスン拡張法」通過が1938年5月中ということは，

ニューディール期の財政支出に軍需的性格が少ないこと

を裏づける事実であるとしてよい。

　なお，「軍人恩給」の動き，とくに1936，37会計年度

における著増が注目されるが，こ．れを何かミリタリ1ズム

のようなものの兆候として挙げることはできない。事態

の性格は，より．多く世俗的なものであり，．第1次大戦の

退役軍人の圧力がニューディール3年目になってやつ．と

効を奏し，他の費目への圧迫のために抵抗するローズヴ

ェルト大統領の拒否権を超えて，1936年1月に議会の

承認を得たものである。この法は，退役筆入への支給金，

いわゆるveterans’bonusを，即時現金化するか，ある

いは年利・3％で194与年の満期を待つかする小額債券で

支払うことを規定した。「アメリカ在郷軍人会」の推計

によれば，このときのボーナス・マネーの約345％が

小売商からの掛買いの返済に，19％が証券の購入と預金

に，15．5％が消費財の購入にあてられたという17）。

　さて，その次に登場する「農業調整計画」と「社会保

障」が，もちろんニュ「ディール・プロパーの支出費目

である。それぞれ，1934（年6月に終る）会計年度と1936

会計年度から登場していることがそれを示している。し

かも，ここで興味深いことは，この2つの費目が「緊急

支出」の分類ではなく，「一一般行政」費，「国防」費など

と並ぶ「通常支出」の分類に位置づけられていることで

ある。そして，実際，これらの支出費目はニューディー

ルの産物として生まれたものが，その後「制度化」され

て今日に至っている。

　ニューディールの農業政策は，農産物価格維持政策と

農業金融政策にまとめられる18）。

　価格維持政策の法的根拠は，1933年の「農業調整法」

（AAA），1936年1月の，連邦政府の州権介入と課税権

の乱用を論拠とする最高裁の違憲判決，それに対応しつ

つ路線を維持するための「土壌保全国内割当法」（Soil

Conservation　and　Domestic　Allotment　Act），そし

て1958年の「農業調整法」へと．引き継がれ，る。農産物

価格維持とは，1農業が比較的に好況を享受していたとさ

　17）　ストゥデンスキ／クルース，上掲，P．414。

　18）　馬場宏二『アメリカ農業問題の発生』（東京大．

学出版会，1967）。R兜S．　KirkendaU，“The　New
Deal　and　Agricult廿re／7　in：J．．Brae血an／R．　H．

Bremner／D．　Brody，　ed．，．7んθ2Vθ定〃1）θαZ，　Vo1．1，

1975。アメリカ経済研究会編『ニューディールの経済

政策』（慶応通信，1965）第2部第1章が詳しい。

燭

■

驚
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Jan．　1983 「1946年雇用法」の成立について（1）

れる1909年8月目ら1914年7月の5年間を基準年とし

て，この間における農産物価格と他の商品価格のパリテ

ィ価格を設定し，これを維持すべく作付制限をしょうと

いうものである。価格支持の対象となる「基本農産物」

は，33年法では，小麦，棉花，とうもろこし，豚など

7品目，その後追加され，最終的に35年法改正でじゃ

がいもが加えられて16品目となった。農務長官と基本

農産物生産者が，後者の任意によって減反ないしは減産

協定を結び，その見返りとして報償金が農民側に支払わ

れるという仕組みであった。報償金の財源は，基本農産

物の第1次加工に課せられ，る加工税であった。また1933

年10月には大統領令によりRFC資金に基づき「商品信

用公社」（CCC）が設立された。これは減反・減産政策の

補助機関であるが，事実上，余剰農産物の買支えの役割

を負うようになった。CCCは，封印された非腐敗農産

物を担保として農民に融資を行うのであるが，それが，

「償還請求権なき融資」（nonrecourse　loan）の形式をと

ったのである。つまり，生産者は農産物を担保として融

資を受けたあと，借入金を返済して農産物を自分の手許

に戻してもよいが，そのまま農産物の所有権をCCCに

引き渡せば返済を免がれることができた。

　農業金融政策では，まず1933年3月末に大統領令に

より農業関係政府金融機関を整理・統合して「農業信用

局」（FCA）を設置し，政府の農業金融を一本化した。5

月には「緊急農地抵当法」（Emergency　Faτm　Mort－

gage　Act）を制定し，連邦土地銀行に上限20億ドルの

公債発行の権限を与えて，土地銀行の再融資によって農

地の抵当流れを救済しようとはかった。6月には「農業

信用法」（Farm　Credit　Act）を制定して，生産信用公

社と協同組合銀行を設立した。前者は農業生産のための

短期融資を行い，後者は農業協同組合への融資を行うこ

とを任務とした。

　以上が，ニューディールの農業政策のおおよそである。

いずれの国においても農業政策，農政は途方もなく困難

な領域をなしているように見える。ニューディールの農

業政策の功罪にここで立入ることはできないが，以上に

見られるように，未曾有の大恐慌下での農業・農民の難

儀に対する緊急の救済という形を通して連邦政府はアメ

リカ農業への側面援助から強力な介入の方向に大きく一

歩を進めたのである。

　次に，「社会保障」費に移る。1935年の「社会保障法」

（Social　Security　Act）にょっで，アメリカに社会保障

制度が導入された19）。これによって，老齢者，扶養児童

　　19）　社会保障を初め救済支出関係については，
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（を持つ母親），および盲人に連邦政府の扶助が与えられ

るようになり，また，きわめて重要なことだが，短期の失

業者と老齢者のための保険制度が発足することになった。

　社会保障制度は，のちに見る1933年の「連邦緊急救

済法」（FERA）の3年間にわたる実験の中から出てきた

連邦政府の救済政策の変化に対応するものである。時限

立法としてのFERAが切れるまでに，救済の実施方法

と対象を見直すことで行政府も議会も一致するようにな

っていた。救済の対象を，働く能力のある者（employ－

ables）と働く能力を欠くかまたはそれが弱くて自立でき

ない者（unemployables）とに分け，前者については「直

接救済」（direct　relief）ではなくて「授産救済」（work

relief）をもっぱら与える一つまり失業対策事業で雇

用する一ものとし，後者については，連邦政府が支援

しつつも，アメリカの伝統的慣行にしたがって，主とし

て，州・地方政府の責任とすべきであると考えられるよ

うになったのである。したがって，1935年における社会

保障法の制定と「雇用促進局」（WPA）の設立とは対に

なっている。・

　さて，失業保険制度は，各州の失業補償：法制定を促進

するために，次の方法が採られた。年に少なくとも20

週間にわたって8人以上の労働者を雇用する企業は，1

人あたり年間賃金・俸給額の最高3，000ドルまでについ

て，1936年は1％，37年は2％，38年以降は3％の連

邦失業保険税を課税する。だが，使用者は，この連邦税

の上限go％までを，彼が州の失業補償計画に支払う寄

金で振り替える；とができる。つまり，連邦政府の要件

にかなう失業補償制度を設置している州にいる使用者は

連邦税の90％までを免除される。だから，1938年以降

で言えば，0・3％だけ払えばよいということになる。各

州が集めた寄金は合衆国財務省にトラスト・ファンドと

して預託され，各州が失業給付支払いを要するときに引

き出され，るというものであった。

　老齢者については，老齢者扶助制度と老齢年金保険制

度とが区別される。老齢年金保険制度は，のちに1939

年目改正で，遺族にも支給範囲を拡大して，老齢遺族年

金保険と名称が変えられるが，年間3，000ドルまでの俸

給・賃金に対して労使それぞれに発足当初は1％の保険

料を「課税」一と呼ばれる一され，65歳になった

ら，権利として退職年金を支払われるという制度である。

Aτthur　E．8urns／Edwards　A．　williams，　Fθ♂θγαZ

躍∂擁，8θo秘γ乞勿，α編E6あげPγ09γα呪∫，　U．　S．αP．0．，

1941，Reprinted　1971，　Da　Capo　Press　editionを参

照した。
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この制度は積立制に立っていたから，目前の老齢者の生

活保障は老齢者扶助制度に頼らざるをえなかったが，年

金保険制度の導入という点では画期的なものであったb

　老齢者扶助は，1935年社会保障法では，月額上限15

ドノレまで連邦が州に対して1対1ベースで補助金を与え

ることになっていたので，各州はおしなべて月額30ド

ルの扶助制度を施行した。盲人に対する扶助は月額上限

40ドルまで連邦政府が半分を補助するというものであ

り，それ以上の扶助を行うかどうかは州にまかされた。

扶養児童扶助は，第1子について月額上限18ドルまで，

第2子以降は同じく12ドルまで，連邦政府と州政府の

折半とするものであった。

　以上が社会保障制度の概略である。失業保険制度も基

本は県営の失業補償制度の創設を促進することにあり，

連邦政府はそれを保証するために財政援助を行うもので

あり，老齢遺族年金保険制度もあくまでも当人の積立て

に基づくものであり，さらに「雇用されえない」人々へ

の各種扶助も連邦と州の折半という方式をとっていたか

ら，全体としては連邦政府の全面的な介入を意味するも

のではなかった。しかし，それにもかかわらず，連邦政

府のイニシアティヴと財政援助がこうした社会保障法に

基づく諸措置の実施を促したことは確かである。こうし

て1936会計年度に登書した「社会保障」経費は，1938

年度には「一般行政」1費に匹敵するまで伸び，39年度

はそれを超えるまでに至っている。

　さて，次に，大項目「緊急支出」に移ろう。ニューデ

ィール期を特徴づける財政支出は，何と言っても，「公

共事業」と「失業救済」である。

　まず，「失業救済」を見れば，この経費は1933会計年

度に登揚したあと翌年から飛躍的に伸び，以後ニューデ

ィール支出の中で絶えず最大の費目をなしている。

　失業救済は，．1933年5月のFERAの制定によって始

まった。同法は，施行後2年で期限が切れる時限立法と

して制定されたので，同法に基づく「連邦緊急救済局」

は，1933年から1935年までの足掛け3年間活動した。

救済局長には，ローズヴェルトがニューヨーク州知事時

代に同様の仕事をしていたハリー・ホプキンズが呼び出

され就任した。救済局には5億ドルの資金が与えられ，

半分は救済局の裁量により各州に補助金として適宜交付

し，残りの半分は各州が実施する失業救済のコストの3

ドルにつき1ドルの連邦補助金として交付されるも’のと

され，た。この揚合でも，連邦政府が直接に救済に介入す

るのではなく，・あくまでも州政府の失業救済を援助する

という建前をとっているδこうした救済（事業）に直接介

Vo1．34　No．1

入するのは連邦政府の権限の逸脱であるという非難を避

けようとしたものである。

　ホプキンズの活躍は目を見張らせるものがあり，彼は

局長就任後の最初の2時間で500万ドル以上を支出した

というエピソードが伝えられている20）。ちなみに，各年

度のピーク月の救済件数（家族または個人）を見ると，

1933年4月で507万件が受給しており，うち直接救済

が303万件，授産救済が204万件となっており，1934

年12月で508万件（278万件，230万件），1935年1月

で実に528万件（283万件，245万件）にのぼっている21）。

これら一般救済計画とは別に，特別計画として大学生に

パートタイムの仕事を与える「大学生援助」，失業した

知識人に各種の教育活動を行わせる「緊急教育救済」，窮

迫農民のリハビリ計画が導入されたが，これらは全体で

月に10万人から30万人程度が対象とされたにすぎない。

　FERAを法的根拠とする失業救済計画は，そのわず

か3年間の活動によって結局総額42億ドルを支出し，

そのうち連邦政府の負担は71％にのぼり，州・地方政

府はそれぞれ13％，16％を負担した22）。こうして，

FERAによるホプキンズの活躍は，失業救済の分野で

の連邦政府のイニシアティヴがいかに有効であるかを証

明した。FERA事業のピーク時には，全国の事実上す

べてのカウンティに緊急救済機関が存在していたと言わ

れている。こうした組織的基盤も含めて，連邦政府の失

業救済政策をフーヴァ政権下とは比べものにならない水

準に引き上げ，以後のこの分野での政府活動のノウハウ

をつくり出したところに，ホプキンズ指揮下のFERA

事業の歴史的意義があった。

　失業救済は，すでに見たように，直接の「施し物」的

救済と授産事業救済とからなっており，授産救済はのち

に見る公共事業と似たような経済的性格をもっているが，

公共事業とは区別された失業救済事業として授産救済を

実施したのが，「民間事業局」（CWA）と「雇用促進局」

（WPA）の活動であった。一方でのちに見る「公共事業

局」（PWA）を「全国産業復興法」（NIR．A）という合衆国

においては画期的な立法を法的根拠において発足させて

おきながら，他方でそれとの斉合性を顧慮しないままに

揚当り的に公共事業的色彩の濃い授産救済事業を平気で

展開したところに一なるほど，のちに見るように，

　20）　James　T。　Patterson，護ηLθγゼ6α，3　s‘蹴9gzθ

αgα伽∫亡Po”θγ吻1900－1980，　Harvard　U．　P．，1981，

P．57．

　21）　バーンズ／ウイリアムズ，上掲，P．133。

　22）　同上，P．47。
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PWAのエンジンがなかなか掛からなかったという事情

はあるにせよ一ニューディールなるものの一貫性の欠

如ないしはその実験的試行錯誤的性格がまざまざと現わ

れており，本来の公共事業支出にそれにふさわしい断固

とした方針を与えていなかったニューディールの実態が

反映されている。

　CWAを発足させた事情として一般に挙げられている

のは，次の2つである。第1に，・1933年初夏にやっと

持ち直したかに見えた景況が秋に入るや再び悪化し，工

業生産が急落し失業率が再び増勢に転じたこと，第2に，

その頃までには雇用の大幅な吸収をもたらすだろうと期

待されていたPWAの事業活動が遅延したままに終る

ことが明らかになったことである。このあとの方の問題

は，PWAが前例のない行政機関として暗中模索のうち

に発足したこと，確かに地方公共団体に法的な受け皿が

存在していなかったことなどからくる客観的性格のもの

であったけれ’ども，PWA長官イッキーズ持ち前の慎重

さの「発揮」にもよっていたことは，のちに見る通りで

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　、

　政治家としてのローズヴェルトは，ここで見た第1の

事情，失業の重ねての増大という事情に対する緊急対策

として，NIRAを権限の法的根拠とした大統領令によ

って，1933年11月9日にCWAを設立し，やはりハリ

ー・ zプキンズをその長官に任命し，この冬を乗り切る

失業救済事業にあたらせることにした。CWA雇用は短

期間のうちにめざましく拡大し，2週間後，つまり11

月23日に終る1週間で80万人強に達し，3ヵ月後，

1934年1月18日に終るピーク週には，目標の400万人

をはるかに超える426万人に達していた。それ以後，当

初計画通り，春の到来と共に支出を抑え，事実上終了し，

最終的には7月14日に公式に停止された23）。

　CWAの活動は，直接救済と授産救済との代替関係を

鮮明に示しており，CWA雇用によって失業救済受給者

が大規模に授産救済に移行した1934年1月には，直接

救済の受給件数は299万件であったのに，CWA計画が

事実上終了した同年4月には，直接救済は446万件に増

えている24）。

　さて，前述のように，FERAの期限が切れる頃まで

に，失業救済は，少なくとも「雇用されうる者」につい

ては直接救済よりも授産救済を優先させるべきであると

する考え方が行政府の主流となり，1935年4月「緊急

救済支出法」（Emergency　Relief　Appropriation　Act）

23）　バーンズ／ウイリアムズ，p．30。

24）　同上，P．47。

、
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の通過と共に，ローズヴェルトはこの法を根拠にした大

統領令によって「雇用促進局」（WPA）を設置し，再びホ

プキンズをその長官に任命した。

　この時点以降，失業救済は授産救済が主力となった。

第1表の原表によれば，1935会計年度では，．直接救済

支出19億ドルに対して授産救済はわずかに1100万ドル

にすぎなかったが，1936年度には前者の5億9000万ド

ルに対して後者が13億ドルと逆転し，37年度も1億

8000万ドノレ対20億ドルであり，以後直接救済支出は減

少し続けている。

　WPAは，　FERAの押合よりも連邦政府の指導性を

強めている。FERAの揚合のように，補助金の形で州

政府に資金を渡してしまうと，『それ以降の連邦政府のコ

ントロールが効かないことが明らかだったので，ホプキ

ンズは，WPAのすべての職員を，ワシントンから州レ

ベル，そして地方レベルに至るまで連邦政府の職員とし，

全国のWPAプロジェクトのすべてに連邦政府の目が

行き届くようにした。また，地方レベルのプロジェクト

の場合には，州を通さないで，連邦政府と地方政府が直．

接に接触するようにした。実際にも，WPA計画下のプ

ロジェクトの圧倒的多数は，この連邦＝地方ベースのプ

ロジェクトとして実施された。

　WPA計画のもとで，1935年7月から1940年12月

までのあいだに，総額105億ドルが支出された。建設土

木事業が78．5％，非建設が21．3％であゲた。さらに細

かく内訳を見ると，ハイウェイ・道路が392％，公共建

造物が10・4％，公有・公営公益事業が10．1％，リクリエ

ーション施設が8・6％自然保護が3・8％などであり，

非建設では，ニューディーール期の写真で老婆がミシンを

踏んでいる姿をよく見かけるが，その縫製による救済が

6・6％，教育が2・0％，リクリエーションが2．0％，図書

館業務が1．0％，芸術家・音楽家・作家の失業藪済のた

めのプロジェクトが合計1．1％などであった25）。こうし

たプロジェクトによって，56万5000マイルの道路が新

設または修復され，WPA計画だけで4β00の学校が新

設され，3万1700の学校が修復されたと言われる。

WPAが，連邦芸術プロジェクトや連邦著作家プロジェ

クトを結成して，大恐慌に打ちひしがれた芸術家の創作

活動を鼓舞したことは，それに呼応した芸術家たちの情

熱と共に，ニューディールを語るに際して忘れることの

できない歴史の一撃をなしている。

　以上のように，失業救済に関する限り，ハリー・ホプ

25）　同上，PP．138－139。
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キンズの活躍もあって，ニューディール期の支出はきわ

めて大胆であった。授産救済という名の公共事業もまた

活発であった。本来の公共事業よりも歴史的には意義が

あったと言ってよいかもしれない。

　次にその「公共事業」経費に移る。その中身を見ると，．

ハイウェイ建設，TVA，土地開拓，河川・港湾の改善，

治水，公共建造物の建設，公共団体への補助金などとな

っている。

　PWAは1933年NIRAのタイトルHを法的根拠とし

て設立され，長官には，内務長官ハロルド・イッキーズ・

が指名された。当初PWAには33億ドルの資金が振り

当て．られ，全額を1935年6月までに配分すべきものと

されていた。2年間で33億ドルを使い切れというのだ

から，もともと慎重なイッキーズが驚いた（bも無理はな

い。彼は，「多分，出発時のPWA組織のメンバーの誰

も，PWAに委託された資産の大きさをのみ込むことが

できなかった」と述べて，自分自身で次のような比喩を

挙げている。「それを全部通貨にしてトラックに載せ，

ワシントンから太平洋岸に向けて出発し，1マイルの里、

程標ごとに100万ドルつつシャベルですくって放り投げ．

て行っても，われわれの手許にはまだ1艦隊を建設する

に足る通貨が残っているだろう。それが33億ドルとい

うカネの大きさなのだ」26）。

　1933年法では，PWAが州または地方プ・ジェクト

に供給できる補助金の最大限は，労働および資材コスト

の30％であるとされた。1935年以後は，連邦政府の負

担は．「総コスト」の45％にまで拡大された。残りの費

用は，利率4％の債券をPWAに購入してもらうか，

民間からの借入れに頼るかした。

　PWAのスタートの遅んとCWAの緊急設置を初め

として，公共事業の掌をとったイッキーズと失業救済事

業で大胆に指揮を振ったホプキンズとはきわめて鮮やか

な対照をなしており，あたかも「スペンダーズ」の中心

人物マリナー・エクルズを連銀総裁に就け，他方「バジ

ェット・バランサーズ」の中心人物さンリー。モーゲン

ソーを財務長官に就けたのと同じように，ローズヴェル

ト大統領の独特な人選がそこには反映されている。

　PWA長官イッ．キーズが，連邦政府のイニシアティヴ

による公共事業の拡大が景気を回復し雇用を創出するこ

とを目標としていることそれ自体を知らなかったわけで

は無論ないけれども，公共事業の所管長官としての彼が

何よりもまず心を砕いたのは公共事業支出に伴う「汚職

26）　Harold　Ickes，βαo鳶　孟。　軍oγた」7！んθ　Sεor写（ゾ

P肌4，N．　Y．，1935，　pp．56－57．

Vol．34　No．1

と浪費」を防止しなければならないということであった。

PWA事業になかなか午ンジンが掛からないという非難

も彼にとっては「若干の汚職を伴ったスピードか汚職を

伴わないゆっくりした計画かという問題」27）でしかなか

った。PWAの実際的事業活動のスタートが遅いという

こうした非難に対して，イッキーズは，地方の市町村レ

ベルでの法制が「古典古代的」なまでに遅れている事実

などを挙げると共に，次のような例を指摘している。

「債券は，適法的には，．建設のために発行されるべきも

のであって，破壊のために’発行される．べきものではない。

にもかかわらず，プロジェクトは破壊を必要とすること

があるかも知れない。このような揚合には，破壊に必要

な資金は連邦政府以外の源泉から調達されたという保証

を申請者から取らなければならないめである」28）。州・

地方レベルでこの準備が整うまでPWAの実際の支出

はそれだけ遅れるのだというわけである。イッキーズと

いう人がいかに厳格な入士であったかが分る。

　ホプキンズがルースであったというわけではなかろう。

むしろホプキンズを特徴づけるものは，失業救済事業と

いう連邦政府に課された時代の要請を実施してゆく上で

のいわば才気換発である。だが，イッキーズはホプキン

ズに対して明らかに批判的であった。CWAを指揮して

活躍するホプキンズはイッキーズのr日記』では次のよ

うに描かれている。「私は〔大統領に〕指摘した，ホプ

キンズが頼りにしている人々の多くはヵネを配ること

（handing　out）に慣れっこになった純粋のレリーフ・ワ

一望ーズで，節約とか厳密な管理ということは考えもし

ないと。……〔以下は，『日記』での独白〕……彼と彼の

組織は惜し気もなくヵネをばらまくこと（spreading）に

慣れっこになっている。……CWAの調査が行われれば，

〔自分が長官となっている〕PWAを繰返し破滅させかね

ない多くの事情が暴露されるだろうということに私は何

の疑いも抱いていない」（1934年11月19日，月曜日）29）。

「救済計画　とりわけそのCWAの段階に関連して生じ

た特定の事情のために私はホプキンズを非難しない。な

ぜなら彼は，そのためのプランを組織する時間も与えら

れずに不可能な仕事をするよう要請されたのだから。こ

・の状況のもとでは誰だって防ぐこ．とができなかったであ

弓7）　同上・P・37。

28）　同上，P．73。　　　　　鯵

29）　宜arold　Ickes，7’加8θoγθ61）宛矧げ伽ToZ♂ム

五3あθ∫’70Z％ηzθ五丁んθF乞γ∫亡丁ん。％3α冠1）α写31933－

1936，1953，Reprinted　1974晃Da　C孕po　Press　edition，

p228．
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ろう浪費と汚職と不正とが必然的に生じた。他方では，

　　　　　　　　　びホプキンズと彼の仲間，とくに後者から期待できる行政

の型は雑な性格のものであると言っておくの．も全く公正

である」（1935年1月20日，日曜日）30）。「ホプキンズが

この〔授産救済〕計画を支配しつつあり，この支配が国

の至る所での，つじつまの合わない見せかけだけの数千

のプロジェクトを意味することは今やますます明らかに

なりつつある。また，栄光に満ちたCWA計画に対す

る莫大な金額の支出への反対が，とりわけ下院と上院の

議員のあいだで，日増しに大きくなっていることもます

ます明らかである。これは非常に恐るべきものになるか
　　　　
もしれないし，政府はそれに悩むことになりそう』だ，と

りわけ政府がホプキンズの計画と共に進むならば」（1935

年6月18日，火曜日）31）。ここでイッキーズが言及して

いる「ホプキンズの計画」は明らかにCWAのあとを

翠けたWPAを指している。イヅキーズの筆致は，ロ

ーズヴェルトによって重用されるホプキンズに対するね

たみのような色彩さえ帯びている。「栄光に満ちた

CWA計画」1
　翌日，イッキーズは，公共事業と授産救済との，PWA

とWPAとのけじめを付けてくれるようローズヴェルト

に訴えている。「私は彼に述べた；ハリー・ホプキンズ

を正当に見れば，成果を挙げるのに熱心なあまり，彼が，

地方市町村当局と連邦政府とが共同で資金調達できる事

業にも連邦プロジェクトとして資金をあてるだろう。…

…市町村当局によって一部資金調達されうるすべてのプ

ロジェクトはPWAの方にまわされるべきであること

をホプキンズに対してはっきり述べるよう私に彼をせき

たてた」（1935年6月19日，水曜日）32）。こうしたイッ

キーズの行動の背後に一種の縄張り意識が全くなかった

と言うことはできないかもしれないが，公共事業的性格

をもつWPAと本来のPWAとのあいだの斉合性が確

定されていなかったのだから，PWA長官としては当然

の行動であったと言って凝・。ここで興味あるのは，普

通にはニューディール＝TVA＝公共事業という形で理

解されているほどの公共事業の所管長官が，PWAにか

かわる諸問題の決定に際してしばしばつんぼ桟敷に置か

れ，ていたらしいことである。イッキーズは書いている。’

「大統領のオフィスを去る少し前に，私は大統領に対し

て提起したいもう1つのことがあると述べた。いくたび

かにわたって，なかんずく私の局（my　administratio11）

30）　同上，P．277。

31）　同上，pp．378－379。

32）　同上，p，383。
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の仕事に触れる大統領令が出されてきたが，こうした命

令について私が最初に情報を得るのは新聞を通してであ

ると私は言った。彼はそれに驚きの表情を示したが，私

はそれが事実であること，そして私の省（my　Depart－

ment）にかかわりをもつ諸件については私は相談されて

しかるべきであると感じている旨を述べた」（1935年6

月27日，木曜日）33）。

　第1表に見られ，るニューディール期の公共支出の推移

は，フーヴァ政権下のそれ，と比べれば決して少なくはな

いけれども，失業救済支出と比較すればそれほど英雄的

ではない。ニューディール期の公共事業支出の意義はす

でに評価ぷ定まっている。結局のところ，民間の建設支

出と州・地方レベルの建設支出との低下を連邦政府の公

共事業支出の増大が相殺したにすぎないというものであ

る34）。無論，公共事業支出と失業救済の授産救済とを合

せて，それなりの波及効：果：があったことは想像されるが，

今日の観点からみて，公共事業支出はそれにふさわしい

役割を課されていなかったことは確かである。本稿で，

PWA長官ハロルド・イッキーズをめぐるエピソードに

集中的に紙数をさいたのは，公共事業の所管長官がどの

ような人物であり，キャビネット・メンバーとしてどの

ような位置づけにあったかを明らかにすることによって，

二昌一ディ．一ル期における公共事業支出の意義を側面か

ら明らかにしょ，うとしたものである35）。

　以上が，ニューディール期の財政（支出）政策の概要で

ある。

　（4）．ローズヴェルト大統領のニューディールは，と

もかくも上に見たような財政政策を実施したのであるが，

その実態は得手に帆をあげた快進撃という性格のもので

はなかった。次にこの点に入る。一般に，1930年代の

財政政策の発展の前にどのような障害があったかについ

て，アラン・スウィージーは次の5点を指摘している。

　しほとんどの経済学者は，恐慌に対する治療法や解

決策を提起するよりもむしろ欠陥の指摘や批判にふける

傾きがあった。

33）　同上，p．388。

34）加藤栄一「ニュ門ディール財政の成果と限界
（一）」（『社会科学研究』，26－5）が詳しい。

35）但し，’rPWAが汚職や浪費もなく活動を発展．

させたことは，長期的にみてプラスだったといえよう。

イッキーズの指導のもとに，PWAは公共事業にたい
する国民の信望を獲得し，その確固たる基盤を築いた

のだった」というバランスのとれた評価は，引用に値
する。新川健三郎『ニューディール』（近藤出版社，
1973），　p．800
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　2・「スペンディング」という言葉は悪い意昧あいをも

っていた　「通例，“100se”とが“reckless”とか“wild”

とかいう形容詞付きで使われた　　ばかりでなく，その

経済的効果について大きな混乱が見られた。タイプを異

にするスペ．ンディングは，それぞれ，その技術的，政治

的，あるいは道徳的含意にしたがって評価され，すべて

のスペンディングに共通な要素があるということがほと

んど認識されていなかった。赤字スペンディングは，公

債の増大をもたらすという理由で，とりわけ悪いものと

考えられていた。

　3．経済学者とビジネスマンの双方の考え方を支配し

ていたのは景気循環の概念で，、それに密接に結びついて．

いたのが不況の治療作用に対する確信であった。この考

え方によれば，不況はブーム期の「行き過ぎ」と「マル

アジャストメント」に根源をもつ。価値の清算，物価の

デフレ，所得の減少は，この「マルアジャストメント」

を矯正するのに必要なものと考えられていた。30年代

の不況の未曾有の長さと厳しさは，20年代の「特別の

行き過ぎ」に帰せられていた。

　4インフレーシ日ンの過程の適切な理解がなかった。

通貨量の増大はインフレを生むと考えられていただけで

なく，ある種類の通貨は別の種類の通貨よりもインプレ

ーを引き起しやすいと考えられていた。1932－33年のよう

に経済が停滞しているもとで，インフレを引き起すこと

がそもそも可能なのかどうかという疑問をもつ人はめっ

たにいなかった。インフレ過程の理解の欠如は，政府が

悪い政策をとれば容易にインフレが引き起されるという

恐れを生んでいた。この恐れが，財政金融政策の分野に

おける実験に対する強力な障害物であった。

　5．最後に，政府の財政金融活動を体系的定量的に評

価するための包括的理論もデータも存在していなかっ

た36）。

　こうした一般的状況でニューディールの実験が始まっ

たのである。ローズヴェルト政権発足時に金融恐慌が未

曾有の規模に達したのと同じように，フーヴァ政権下で『

すでに3年以上にわたって苦しめられ，救済の希望と期

待に水を掛けられてきた彪大な失業者と貧窮した農民が

存在していた。連邦政府のより英雄的な行動を求める大

衆的存要求と伝統的観念に固執した連邦政府の無策との

ギャップはいずれにせよ埋められなければならなかっ泥。

ローズヴェルト政権の発足は，この文脈の中で捉えられ

36）　Alall　Sweezy，“The　Keynesians　a且d　Govern－

ment　Policy，1933－1939，，，五ηzθγぎ。απEooη伽ゼ。．配θ一

幅θω，May　1972，　pp．116－117．
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なければならない。「1932年11，月の選挙戦におけるロ

ーズヴェルトの勝利は，明確に定式化された経済計画の

勝利というよりも，むしろフーヴァ政権の政策の人民に

よる放棄を表現していた」37）。

　こうした大衆的要求に対応することを通して，ローズ

ヴェルト政権は発足直後から連邦政府の伝統的財政政策

の路線から離脱しなければならなくなる。それは，「2

重予算制度」（double　or　dual　budget　system）の採用に

最：も象徴的に反映されている。

　さて，1932年の大統領選挙戦で，ローズヴェルトが

争点の1つとしてあえて財政赤字をとりあげ，財政赤字

を出したことをもって対立候補ハーバート・フーヴァを

強く非難し，自分が大統領になったならば予算を均衡化

させると公約したことはよく知られている。そこには，

相手の不利な点をたたくことによ．って自己を有利にする

という選挙戦特有の作戦も看取されるけれども，健全財

政の確立によってビジネスの信頼を回復するのが，民間

投資回復の前提条件であると一般に容認されていたこと

．も確認されなけれ’ぱならない。のみならず，ローズヴェ

ルト自身も財政均衡主義の信奉者であった。シュレジン

ジャーによれば，「ローズヴェルトが明確な形で保持し

ていた数少ない経済学説の1つは，不均衡予算は悪いと

いうことであった」38）。のちに見るように，ローズヴェ

ルト大統領が赤字支禺の方向に公式に歩みを進めたのは

1938年のことであった。1936年の選挙戦でも均衡財政

の達成を公約した。バーンズは，38年以前のローズヴ

ェルトをこう描いている。「1つの経済問題では，ロー

ズヴェルトは頑固さと一貫性を示していた。それは予算

を均衡化させるということであった。もちろん，彼が実

際に予算を均衡化させたというわけではなく，それが彼

の財政政策の中心的な目標であり続けたということであ

る。第1期のあいだ彼は繰返しこの点に立ち返り，つい

にはそれがリフレインになった。1936年選挙戦では予

算の均衡化を公約し，1937年初めには，1，2年のうちに

予算を均衡化できるという期待を述べている」39）。

　こうした路線に立って，ローズヴェルトは就任後6日

目の3月10日に議会に教書を送り，連邦政府職員の俸

　37）　Sherwood　M．　Fille；P励Zづ。助8η4伽g侃♂
　Po∫彦ωαγEooπoηzゼ。勘あ。写，1944，　pp．88－89．

　38）　Arthur　M．　Schlesinger，　Tんθ孟gθけEoo8ωθZ6ご

　70Z・3・Tん6　Po‘ゼあ03（ゾのん8α”αZ，1957，　P．263．中屋健

　一監訳『ローズヴェルトの時代　皿大変動期の政治』
　（ぺりかん社，1966），p229。
　39）　James　M．　Burns，　Eoo∫θ”θZご＝TゐθLゼ。ηα認‘ゐθ

　Foz，1956，　p．323．

「
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Jan．　1983 「1946年雇用法」の．成立について（1）

給カットと退役軍人の年金・恩給の減額を訴えた。3月

2σ日に，「節約法」（Econolny　Act　of　1933）が議会を通

り，とれに基づく大統領令によって4月1日付で連邦政

府職員の俸給の15％削減が行われ’た。そのほか，連邦

職員の解雇，昇進昇給の禁止，定員不補充などによる節

約がはかられた。

　政府経費の節約をはかると同時に，歳入の強化も試み

られた。アルコール含有量3．2％のビールを「禁酒法」

から解除してこれに課税，ガソリン税の引上げ，法人税

の追加，．加工税の導入などがその試みであった。

　だが，すでに見たFERAの制定が1933年5月であ

ったことから分るように，1933年の時間の経過の中で，

こうしたドラスティクな節約努：カにもかかわらず，また

それ自体は効を奏しつつあったにもかかわら．ず，政府経

費の節約をはるかに乗り越えて回復と救済のための支出

が増大することが明らかになった。1500万の失業と農

業所得の低下は，それに即応した連邦政府の支出拡大を

余儀なくされた。こうして登場したのが，「2重予算制

度」であった。

　「2重予算」とは，連邦政府の「通常支出」を「緊急

支出」から分けるという考え方で南る。第1表は，それ

ぞれにどのような費目が含まれたかを示している。「2

重予算制度」はいろいろな含意をもっている。第1に，

通常支出から緊急支出を分けることによって，増大する

緊急支出は現下の大恐慌に対応するために余儀なく取ら

れているそれこそ「緊急の」支出であると示そうとして

いること，したがって，第2に，緊急支出は恒久的なも

のではなく一時的暫定的な支出であるというエクスキュ

ーズをそこに明示していること，第3に，そこからして

逆に連邦政府は通常支出に関しては収支相償う努力を怠

ってはいないことを示そうとしたことなどである。

　この「2重予算」は別の面から言えば，「節約と……

放蕩の奇妙な混合物」働をなしている。政府の通常経費

の面では厳格な節約を行う一方で，緊急支出の面では大

盤振舞いが行われていることを，その矛盾のままに表現

したのが「2重予算制度」である。「これらの異なる傾

向　　二方における節約．と増税，他方における惜しみな

いスペンディング　　は，初期ニューディールの経験を

通して首位争いを演じ，そこには，基本的目的の不確定，

財政哲学と節約哲学の根底での対立，およびローズヴェ

ルト政権内部での分派間の闘争が反映され’ていた」41）。

　こうして，「2重予算制度」は，伝統的財政均衡主義

　40）　バーンズ／ワトスンゾ上掲，P．40。

　41）　同上。
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へのひざまずきながらの反抗が開始されたことを意味す

る。．もちろん，予算を均衡化させることは，1938年に

至るまでローズヴェルト政権の変わることのない公約を

なしている。しかし，「通常支出」と区別された「緊急

支出」としてスペンディングを解放したことは，均衡財

政を年々のベースで達成することが，事実上放棄された

ことを意味すると言ってよい。緊急支出は，不況にかか

わって行われているものであるから，景気回復と共にそ

の種の支出は急速に減少するというのが政策当局者の少

なくとも期待をなしていた。こうした長期のタームでは

財政均衡主義を堅持しているという保証を与えたうえで，

短期的には景気回復と救済の方をとり，不均衡予算には

目をつむらざるをえなかったのである。だから，もちろ

ん，「ローズヴェルトの初期数年間の赤字は意図された

赤字ではなかった。いずれの場合でも，一定の大きさの

赤字を出し，意図された赤字を達成することを目的とし

て特定の計画を調整するという決定が下されたことはな

かった。むしろ，赤字は，救済と回復の必要のための資

金調達を共通の目標とする多種多様な政策の財政へのイ

ンパクトを反映したものであった」42）。

　こうして，この「2重予算制度」．の採用によってロー

ズヴェルト政権下のアメリカ合衆国は伝統的財政原理と

手を切らざるを得なくなるのであるが，それを確定する

前に，くどいようだが，この「2重予算制度」に含まれて

いる一方の核である節約と増税，とりわけ増税路線が一

貫して追求され，しかも議会がそれを承認したという事

実を指摘しておく必要がある。忘れるべきでないのは，

財政均衡化の努力は歳入面でもたんなるレトリック以上

のものとして追求されたという歴史的事実である。スタ

インの財政革命論は，次のことを指摘しているほど，バ

ランスがとれている。曰く，「1930年代の政策はたんに

大量支出と大幅赤字の政策だったのではない。それはま

た増税の政策，しかもビジネス社会にとってきわめて不

快な形態での増税政策であった」43）。

　ローズヴェルトは経済学者ではなかったけれども，前

述のように当時のアメリカ合衆国のエスタブリッシュメ

ントの成員の例にもれず伝統的なオーソドクシーの信奉

者であった。しかも，他方では，一定の範囲内ではある

にせよ，彼は連邦政府が現下の大不況に責任をもって対

処すべきであるという時代の要請に応えるだけの度量を

持っていた。伝統への回帰と実験の鼓舞の1方の帰結が

　42）　Lewis　H．　Kim士ne1，　F8dθγαZ　8π吻θ6α箆d

’F630α‘Poあ。〃1789－1958，1959，　pf｝．182－183．

　43）　スタイン，上掲，P83。
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断固たる増税方針であった。しかも彼のもとには，彼が

「；死体置揚のヘンリ’一」（Henry　the　Morgue）と呼んで

重用した保守主義者，財務長官ヘンリー・「モーゲンソー

がいたのである。　　，

　1935年6月19日の教書で，ローズヴェルトは増税を

議会に訴えた。．教書の要請は，高額個人所得の増税一一

最高税率を59％から75％に引き上げる一大企業への

．課税の強化，不動産への既存の連邦税と州税に加えて連

邦相続税の新設，その他であった。増税の目的は，税収

増もさることながら，ニューディールを特徴づける回復

ど改革の2つながらの追求にあった。改革とは所得と富

の集中を緩和することであり，回復とは初期ニューディ

ールを特徴づける「購買力」理論にそった路線である。．

つまり，労働者と農民の所得は購買力としてそのまま支

出されるが，金持ちのそれはそうではないから，課税さ

れて政府によって有効に使われるべきものだという理論

である。ローズヴェルトの教書の言葉によれば，すでに

相当大きな所得と資産は「ダイナミック」翰な県官を持

ってはいない。ビジネス界は，ローズヴェルトの提案を

見て，直ちに「金持ちから絞り取れ」という計画（the

“soak－the－rich”program）であると非難した45）。

　8月30日，大統領の教書を受けて「歳入法」（Reve－

nue　Act　of　1935）が成立した。議会は，所得税付加税．の

最高税率を59％から75％に，不動産税の最高税率を60

％から70％に引き上げた。累進法人所得税が導入され，

超過利喜喜，資本税が引き上げられ，企業間配当への課

税が導入された。

　その次の増税法案は，1936年の「未分配利潤税」の導

入であった。マリナー・エクルズは，回顧録に言う。「選」

挙の年には，政府は連邦所得と支出のあいだのギャップ

を埋めようとしている何らかの見せかけを示す必要を感

じた。……赤字財政を減らそうとするこれらの計画が検

討されているあいだに，最高裁と議会の行動によって2

つの思いがけない障害が生じた。1936年初めに最高裁

がAAAの資金源である加工税に無効判決を下した。こ

れは政府にとって推計5億ドルの損失となり，AAA計

画を維持するためには他の何らかの源泉からそれを調達

しなければならなくなった。ほぼ同じ頃，議会はr調整

補償法』（Adjusted　Compensation　Act）を通した。そ

れは，ヴェテランズ・ボーナスを1945年ではなく1936

年に宰払うことを規定していた。この支払いの：負担は年

率で1億2000万ドルにのぼった。……財務省が未分配

44）　同上，P．82より重引。

45）　ストゥデンスキ／クルース，上掲，P．421。
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利潤税というプランを起草し大統領の支持を取り付けた

のは，．こうした状況のもとにおいてであった」46）。

　ビジネス側の重ねての反対にもかかわらず，法は36

年6月に議会を通った。未分配会社利潤に7％から27

％の税率が課され，株式保有者への配当には付加税はも

乏より通常税も課せられ，「2重課税」とし七知られる

ようになった。

　1937会計年度には個人・法人所得税があまりにも少

なかったので，財務省の調査が行われ，その結果税の抜

け穴が多数発見された。外国のタックス・ヘイヴンに個

人持株会社を設立したり，国内の個人持株会社を通して

個人所得を法人所得に見せかけたりするというのがその

顕著な例であった。37年6月に議会は新しい歳入法を

制定してこうした抜け穴のいくつかを防止する措置をと

．つた。

　これらの増税措置が一助となって・、938会計年度の

歳入は62億ドルにのぼった。．ローズヴェルト政権発足

当時は不況のどん底で歳入が少なかったとはいえ，それ

にしても62億ドルという数字は1932，33会計年度の共、

に約20億ドルに比べれば3倍弱なっているのである47）。

これはローズヴェルト政権のニューディールについて忘

れられているか，あるいはあまり注意されていない事実

であるように思われる。

　さて，ローズヴェルト政権が，．「2重予算制度」に象

徴される伝統的財政原理からの逸脱を行ったといっても，

それは意識的に行ったとかすすんで行らたという性格の

ものではない。あるときは予算均衡化の目標年度まで指

定して均衡財政を公約し，結果として生じた財政赤字に

ついて苦渋に満ちた合理化を行うというのが，ローズヴ

ェルト大領統の行動であった。ローズヴェルト政権が赤

字スペンディングの立唄に公式に移るのは1938年初め

のことであった。そこでまず，1937年までの大統領の予

算教書を通してここでのわれわれの主張を確認しよう48）。

　1933年春の段階では，前述の政府経費の節約が財政

政策の中心をなしているように見えた。5月に大統領は

「節約法」その他の措置によって10億ドルの節約が生じ，

1934年の予算赤字は1億2000万ドル以内に抑えられる

という推計を発表した。これは犬変な成果のように思わ

46）　】y【arrinerS．　Eccles，　Bθoん。πづ％8　F70％彦ゴθ7∫，」Pzめ＿

漉α裾Pθγ30紹Z1～86011θ漉。％∫，　ed．；by　Sidney　Hy－

ma且，1951，pp．256－257．

47）　歳入の値は，合衆国財務長官報告ノ1956年，
p．322。

48）　1937年までの予算教書の分析については，キ

ンメル，上掲，PP．177－182によった。
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れるが，この赤字推計はそれ自体として見るとミスリー

ディングであった。これは総支出の半分以下である「通

常支出」しか考慮に入れられていなかったからである。

つまり，上述の「2重予算」の考え方がすでに昂揚して

いたわけだ。財務省の財政統計で「通常」と「緊急」の

分類が用いられるのは，1933年7月1日からであった。

もっとも，この分類の採用それ自体は，短期のタームで

の財政均衡の放棄を意味していなかったようである。そ

れは次に見る翌年の予算教書における均衡化の年度指定

による公約から看取される。

　1934年1月に予算推計の修正値が発表され，1934会

計年度の支出は105億ドル，赤字は73億ドルにのぼる

とされた。これは予想を超える数字であった。同じ34

年1月のローズヴェルト最初の予算教書はそれを次のよ

うに正当化した。こうした大幅な支出超過は，「この前

の春にわれわれが直面した異例の恐慌のあと，国を健全

な状態へともってゆくために必要とされた。それは大幅

な額だが，．計り知れないベナフィッツがこのコストを正

当化する」。この予算教書の基調は楽観的であり，ロー

ズヴェルトは景気回復が次第にはずみをつけるという予

想に立っている。「すでに行われた支出の成果は，具体

的に農産物価格の回復，ビジネス活動の再開，雇用の増

大，銀行の再開と信頼の回復，そしてよく組織され’た失

業救済として現われている」。「われわれが目にしてきた

上方転換は，現在への確信と将来への信念との基礎を据

えることによって，累積的となるであろう」。この予想

の上に立って，ローズヴェルトは均衡予算を達成する目

標年度をも公約した。とるべき道は，「回復の3年目に

ついて決定的に均衡化され’た予算を持ちそれ以降は国債

の持続的縮小をはかるよう計画する」ことである，と。

大統領は1935年目収文を均衡させると明示的に公約し

たわけだ。

　ところが，1935年1月の予算教書は，前年ほど楽天的

ではないし，短期的に均衡予算が達成されるという確信

は動揺している。すなわち，教書によればかなりの程度

の回復が見られるにもかかわらず，失業者はいまなお多

く，連邦政府は失業救済費用の大きな割合を負担してい

る。こうした理由からして，「予算の完全な均衡が達成

されうる点にわれわれはまだ到達していない」。これが

財政赤字の弁明理由である。そして，前年の予算教書で

述べられた「回復の3年目について決定的に均衡化され

た予算」を達成するという目標は放棄されて，「2重予

算」の考え方が前面に打ち出される。すなわち，「失業

者に仕事を与えるための支出を除いて」，すべての歳出
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は経常収入によってまかなわれなければならないとされ

たのである。

　1936年1月の予算教書は，現在行われている回復計

画の成果が生み出されれば，つまり景気回復が到来すれ

ば，財政赤字は解消するのだという論法にはっきりと移

っている。「ぽぼ3年前に議会と大統領によって採用さ

れた首尾一貫した広範な国家政策がこれまでのところそ

の自標に向かって着実，効果的かつ成功裡に動いてきた

という認識が，わが国民内部に祝意の表明が見られる根

拠である」σ1933年に採用された政策の「根本的健全性」

に疑いはない。「われわれの政策は成功し’つつある。数

字がそれを証明している。着実に低下しつつある赤字が

時間の経過と共に着実に増大する黒字に転化し，明日の

黒字を可能にするのが今日の赤字であることに確信をも

って，われわれが描いた道を進んで行こう」。今日の赤

字は明日の黒字なのだ1

　1937年1月の予算教書も回復計画の最終的成功への

確信を表明する。「不況とたたかい多くの必要な改革を

始動さぜるために過去4年間のあいだに始められた計画

は多額の資金を費してきた。だが，それから得られるベ

ナフィッツはすべてのコストをはるかに凌いでいる。わ

れわれはまもなく（SQon）この計画の完全なベナフィッ

ツを刈り取るであろうし，同時に公債を減らすことを含

む均衡予算を達成するであろう」。この教書の意義は，

1937年1月の時点でも均衡予算の達成が原理的に追求さ

れていることと，最初の教書と違ってもはやその達成の

時期を確定しえなくなっていることとを2つながら示し

、ている事実にある。つまり，ローズヴェルト政権はここ

にアメリカ合衆国の財政政策の伝統から事実上，離脱し

たのである。明言はされていないけれども，一定年数に

わたる赤字財政は止むをえないものとして提示されてい

るのである。言い換えれば，どれだけかの長さを要する

のかは不確定ではあるけれども，ともかく一定年数後に

景気が回復され，赤字が黒字に転化されるならば，現在

の財政赤字は正当化されるのだというきわめてルースに

解釈された・しかしなお・財政均衡主義の立野に移行せ

　ざるをえなかったのである。つまり，長期のタームでは

わが政権は財政均衡主義を堅持しているのだという保証

を与えたうえで短期的にはローズヴェルト政権に客観的

に課せられた回復と救済の要請に応える道をとり，財政

赤字には．目をつむらなければならなかったというのが，

　ローズヴェルト政権のさしあたりの「財政革命」の実態

をなしていたのである。伝統的原理からの離脱が意識的

なものでもすすんで行われたものでもなかったという所
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以はそこにある。

　（5）　さて，キンメルによれ．ぱ，これらニューディー

ル期の予算教書においては，「将来における予算均衡化

の公約の方が，現在における連邦支出から生じる利益よ

りも，時として大きく強調されているように見えた。そ

うなった1つの重要な要因は，望まれる刺激を生み出す

ために必要とされる連邦支出ないしは赤字財政の大きさ

について誰もはっきりした考えを持っていなかったよう

に見えることである。その日暮しと試行錯誤が時代の動

向だったのである」49）。

　そこで次に，ニューディール期の財政支出のこうした

実験的試行錯誤的性格を明らかにしよう。

　第1に，ロ「ズヴェルト政権にとって不幸だったこと

は／スペンディング政策を適切な比重をもつて位置づけ

られるような人的配置を行っていなかったことである。

言うまでもなく，財務長官ヘンリー・モーゲンソーのマ

イナス効果は大きかった。研究者の中には，モーゲンソ

ーの存在にニューディール財政政策の失敗の非常に大き

なモメントを求める人さえいる。ノートンは言う。「ロ

ーズヴェルトの経済政策の主要な弱点は，彼が財務長官

のポストに強力な，資格十分目人物をつけることを嫌が

ったことにあった。最初の長官，ウィリアム・ウッディ

ンはアメリカ自動車・鋳造会社の会長であった。ところ

が，ローズヴェルト政権の初期に彼の健康がそこなわれ，

辞任を余儀なくされ’た。FDRはそのときヘンリー・モ

ーゲンソーを指名した。モーゲンソーは，非常に正直か

つ高潔でローズヴエルトに忠実ではあったが，財務長官

のポストについては全く資格を欠いていた」50）。

　マリナー・エクルズは，財務省の職員の見解がホワイ

ト・ハウスに伝えられるまえにすべてモーゲンソーの目

を通さなければならなかったという事実を挙げ，モーゲ

ンソーが「ローズヴェノレトにまわした見解は，財務省全

体が均衡予算の側に立っている印象を与えた」51）。同時

に，エクルズは，スペンディング政策がとられたいきさ

つをも明らかにしている。「財務省のスタッフが沈黙を

強いられその長官が経済的正統主義の言葉でものをつぶ

やいていたので，大規模なスペンディング計画のイニシ

49）　キンメル，同上，p．183。

50）　ノートン，上掲，P．84。ノートンはモーゲンソ

ーが余程気に入らないらしく，この部分に付せられた

注で，モーゲンソ「の数多くの誤りの最後の誤りとし

て，例のモーゲンソー・プラン，つまりドイツ敗北の

あと．はドイツの工業をすべて破壊し，ドイツを農業国

に戻すべきだというプランを挙げている（P．89）。

51）　エクルズ，上掲，pp．183－184。．

Vo1．34　No．1

アティヴは，欠席判決で，2人の男にまかされた」。．2人

の男とは，ホプキンズとイッキーズである。エクルズは，

こうした設定の中でスベンディング計画が始まったので，

それがあたかも民主党政権の人気取り手段であるかのよ

うに受け取られ，一層反発を引き起したと回顧している。

「もしもスペンディングの弁明理由が，国民全体の福祉

にかかわる経済的議論として財務省筋から広められてい

たなら，救済計画が直面した厳しい反対の若千は阻止さ

れただろうと私は信じている」。ここにわれわれは，バ

ーンズ／ワトスンがニューディールの「2重予算制度」

の中に「ローズヴェルト政権内部での分派間の闘争が反

映されている」と指摘したその闘争を見ることができる。

エクルズは意識的な，注目に値する「スペンダーズ」の

筆頭格であった。「私はローズヴェルトに対して巨大な

公共事業計画に乗り出すべきだという私自身の主張をし

つこく言い張った。こうした計画は民間の投資と支出へ

の追加であってその控除ではないと」52）。分派間の抗争

とは，エクルズ，ホプキンズらの「スペンダーズ」とモ

ーゲンソーらの「バジェット・バランサーズ」のそれで

あった。こうした抗争の結着がつけられないままに，ロ

ーズヴェルト大統領のいわばお墨付きによってスペンデ

ィング政策が実施されたb

　こうした抗争に結着がつけられるはずもなかった。ア

ラン・スウィージーが指摘しているように，そもそもス

ペンディングというものが悪い意味合いでしか捉えられ’

ていなかったし，政府の財政活動を体系的に評価する包

括的理論もなかったからである。

　そこからして，第2に，スペンディングの目標がはっ

きりしていなかった。言い換えれば，救済と回復という

2つの目標が絶えず混同され，区別されていなかった。

　例えば，ホプキンズ指揮下のCWA支出はその英雄

的な「人間の窮境の汚泥にまみれた」53）活動にもかかわ

らず，きわめて短期間の活動で突然停止された。ここで

は明らかに失業救済め応急措置が意図されており，景気

回復が意図されていたのではない。「1933年末から1934

年初めまでの連邦建設活動のスパートを1つのバンプ・

プライミングの努力と見るなら，それは実際構想の貧困

な試みであると評価せざるをえない。なぜなら，このよ

うな計画が成功するためには，景気の上方趨勢が持続さ

れるという何らかの確証が生じるまで計画の停止を延期

させることが不可欠だからである。工業生産の回復が連

52）　同上，P．184。強調は原文のもの。

53）同上。
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邦建設計画に毒る程度連動していることが明らかであっ

たとすれば……あの計画の突然の停止がどのような帰結

を．もたらすかは明らかであったはずだ。バンプ・プライ

ミング計画は，その性質そのものからして，予め規定され

た時間表に結びつけられえないものであり，逆に，経済

情勢の発展が要求する調整を可能とするほど十分に柔軟

でなければならない。もしも建設計画が延長されていた

ら，景気回復によって，もっとあとになってから行われて

いたであろう計画の縮小には1934年半ばに見られたよ

うな反動は全く伴わなかったであろうと考えられる」醐。

　CWAのあとをうけたWPAについて言えば，エク

ルズの分析がある。彼はそれが景気回復の要である民間

投資の刺激に結びつかない理由を，支出された額がそも

そも少なすぎた（！）ことと共に，次のような分析を与え

ている。「WPAによる人々への授産援助に課せられた

制約は，生産における効率というわが国の伝統全体に真

向から対立した。われわれは，WPA労働者に，あたか

も彼らが中国の苦力ででもあるかのように，つるはしと

シャベルを使うことを強いた。われわれは彼らに彼らが

慣れているアメリカのテクノロジーの恩恵：を与えなかっ

た。授産救済立法は苦力的方法を用いることを不可避と

するようにつくられていた。WPA資金の配分は地方ま

たは州が資材や設備を調達できるかどうかにかかってい

た。本来のWPA資金は，主として，これら地方レベ

ルの計画の〔設備・資材コストではなく〕労働コストにあ

てられるよう用途指定されていたのである。ところが，

設備や資材は高くつくから，財政難に悩む地方当局は最

も望ましいプロジェクトを選択するのではなく　　なぜ

ならそれには高い機械や資材の購入が伴うからだ一大

部分手労働を利用するプロジェクトを選択する当然の傾

向が生じた」。こういう状況では，機械設備を生産する

民間資本への刺激は生み出しえないし，したがってまた

回復にはつながらないというのがエクルズの主張である。

これに対してエクルズは「契約」ベースで公共事業を行

い，「民間資本が隠れ家から出て来て競争ベースで仕事

につけるような好ましい環境の創出」を狙うべきであっ

たとしている。

　第3に，スペンディングの裏付けとして用いられたバ

ンプ・プライミングという考え方そのものが，首尾一貫

した支出政策を最初から排除する性格のものであった。

　バンプ・プライミングという考え方は，文字通り，ポ

．ンプに呼び水をやって持続的な水の流れ・を引き出すとい

54）　ファイン，上掲，P．94。
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う比喩以上のものではない。そして，呼び水をやれば持

続的に水が流れ出すという考え方の基礎にあるのは，経

済の側に自動回復力が依然としてあるという前提である。ー

ス．ペンディングの目的はあくまでもこの自動回復力の側

面援助に置かれる。ハンセンのまとめによれば，バンプ・

プライミングは，「事情の変化に応じて異なる一定量の

公共支出は，経済をして，政府支出のそれ以上の助けが

なくてもそれ自身の力で資源の完全利用の方向に進むよ

うに仕向ける効果をもつという含意をもっている」55）。

　バンプ・プライミングという言い方は，もともと不況

中に生じた連邦財政赤字を合理化するために生み出され

た56）。公債の発行によって資金調達された政府支出を

もってバンプ・プライミングを行えば，それによる景気

回復によっていずれは公債が償還されるという主張であ

る。ローズヴェルトが最初の予算教書で，均衡予算の達

成と共に「国債の持続的縮小」に言及しているのはこの

考え方を反映している。

　いずれにせよ，バンプ・プライミングという考え方に

含まれている最大の特徴ば，それは短期的なものであっ

て，持続的なもの，長期的なものとはされていなかった

ということである。持続的長期的にスペンディングが必

要であると考えるためには，人は，目前の不況が何か通

常の景気後退とは異なる「長期停滞」であると認識しな

ければならない。「1929年以後かくも長く不況が続いた

という事実は，不況が長期間続きうるということを多く

の人々に証明した。この認識が疑いもなく財政政策を変

えた」のである57）。

　だが，こうした変化を語りうるのは，ニューディール

が終焉した1938年以降のことだったのである。

　最後に，30年忌のスペンディング政策に一貫性がな

かったことは，．次のように総括されている。この報告を

作成したのは，30年代末にアメリカにおける「ケイン

ズ的思考の大きなセンターの1つ」58）となり，1943年6

月議会によつで「殺された」59）「全国資源計画局」（NRP

B）である。曰く，「公共事業建設の一連の『緊急』計画

は雇用の安定化という目標を達成するうえで自己破壊的

たりうることも証明された。ここで論じられている全期

間〔30年代〕を通して，連邦，州または地方政府の計画官

55）　Alvin　Hansen，　Fゼεoα‘PoZゼ。〃απ♂B鵬伽8∬

砺oZθ∫，1941，　p．262．都留重人訳『財政政策と景気循

環』（日本評論新社，1950），p．288。

56）　キンメル，上掲，P．192。

57）　琴タイン，上掲，P・5。強調は原文。

58）　ベイリー，上掲，P，26。　　59）　同上，　P．27。
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や行政官を導く確固とした持続的政策はなかった。各計

画はあたかもそれが最後の計画であるかのように立案さ

れた。その帰結は，一種のrデッドライン』型の行政で

あった。遂行される計画の選択は，着手される改善への

要求の緊急性に応じるのではなくてむしろ多数の人々を

仕事につけるうえでの容易さの度合や速度に応じて行わ

れた。……議会によって持続的政策が打ち立てられてい

たら，それは公共事業計画を予め相当期間にわたって計

画することが可能だったであろう。……行政機関はなめ

らかに機能できたであろう。そして，周期的な事業縮小

のデフレ効果も避けることができたであろう」60）。

　以上のように，ニューディーノレ期のスペンディング政

策を特徴づけるものは，試行錯誤と実験の過程であった。

もちろん，全然支出しないより．は，少しは支出した方が

ましであることは確iかである。そして，ニューディール

はこの大胆な実験によって，それがなければ大恐慌の

「最悪の」帰結をもたらしたであろう事態をともかく回

避したことによって，おそらくはニューディール本来の

救済対象であったアメリカ資本主義を救済することがで

きたと言って．よい。本稿の課題から言えば，ローズヴェ

ルト政権の30年代におけるこの実験とそこから来る教

訓がなければ，合衆国における財政革命，言い換えれば

「1946年雇用法」の成立を十分に理解することはでき

ない。「雇用法」の成立の準備過程として位置づける限

り，ニュ∠ディールの実験はきわめて意義のあるもので

あった。七かしゴニューディールをr国家独占資本主

義」のrナチス型」と区別される「ニューディール型」．

と表象することはできないというのが，本稿でニューデ

ィールの実験的性格を強調する所以にほかならない。

3．ケインズとアメリカ

　（1）　「雇用法」の成立を準備する歴史過程で忘れるこ

とのできない人物がいる。それは，言うまでもなく，ジ

ョン・メイナード・ゲインズである。合衆国における財

政革命もまた当然にもケインズの名に結びつけて語られ

ている。だがわれわれはレま，ニューディール期から

「雇用法」の成立に至．る歴史過程を問題にしている。実

は，この過程全体を通してケインズが合衆国の連邦政府

政策に一貫して影響を与え．続けたわけではな．い。この過

60）　National　Resources　Planning　Board，1）8”θZ－

OP規θ痂（ゾ丑8∫0瓢γ0θ3α煽S6αゐ記狛α孟客0πげE鋭μ0写一

ηZθπ孟伽統θ翫πθ（謬86α孟θ3．Pα7孟五丁ん8Fθ〔9θγαZPγ0－

gγαηL／bγハrα‘¢oπαZエ）即8ZopmεπちU．　S．　G．　P．0．，1941，

pp．18－19．
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程におけるケイ．ンズとケインズ理論の意義を適切に位置

づけることが必要である。

　アメリカ合衆国の知的世界においてケインズが知られ

たのは，r平和の経済的帰結』を通してであった。『帰

結』を読んだロシア革命の指導者レーニンが，イギリス

の国益を忠実に代表する実際家としてケインズを高く評

価し，ウィルスン大統領の「平和主義」の幻想に批判的

な見解をケインズと共有する旨を表明したことはよく知

られている6D。　r帰結』は，他の国の揚合と同様，合衆

国においても1つの「センセイション」62）であった。ケ

インズは「親ドイツ的」であるとみなされ∫ウィルスン

大統領に対するケインズの辛辣な批評に反発を感じる向

きもあった。ケインズはまた30年代を通してrニュー・

リパブリシク』．誌にさまざまなテーマで寄稿し続けた。

　ケインズとアメリカ合衆国との関係を見るのに興味深

．い事実として130年代にケインズは2回訪米している

（その前の訪米は，1917年のことであった）。第1回目は，

フーヴァ政権下の1931年5月末，「・・リス基金」レクチ

ャーのためにシカゴ大学から招膀されたものであり，同

時にフーヴァー大統領とも会見している。第2回目．は

1934年6月で，このときにはローズヴェルト大統領と会

見している。

　ケインズの30年代における第1回目の訪米の年，

1931年頃のケインズについて，セイモア・ハリスは次の

ように述べている。ケインズは，「彼が執筆して以来い

まや常識となっていることを説いた　　政府は不況期に

は支出を増やし，課税を減らすべきであり，好況期には

支出を減らして，課税を増やすべきである。これらの単

．純な真理こそケインズの発見にかかるものであったが，

それが人々の心に十分刻みつけられるまでには何百回も

繰り返されなければならなかった」63）。セイモア・ハリ

スはケインズの信奉者であり，ケインズについて半ダー

スにのぼる書物を著したことで知られている。

　このハリスの指摘に対して，当時シカゴ大学にいたジ

ェイコブ・ヴァイナーは永を山ける体の所感をもらして

いる。「この公式はケインズの発見であったかも知れな

い。しがし，私は遅くとも1931年の夏〔ケインズ訪米の

61）　B．JIeHHH．　no朋oe　co6paHHe　coqHHeHH自．　H3几

nHToe．　ToM　41．瓢㏄KBa，1970，　cTp．219．邦訳「レー羊

ン全集』第31巻（大月書店，1964），pp．210－211。

62）・スタイン，上掲．P．142。

63）　Seymour　E　H興rris，　Jo物伽脚αγ♂1（θ劉π88，

Eooπo競∫6侃4　poZ勿〃伽鳶θγ，1955，　p．149．塩野谷九

十九訳『ケインズ入門』（東洋経済新報社，1957），p．212。
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時〕にはすでにそれを用いていた。しかも当時私はケイ

ンズのジャーナリスティックな著作を読んでいなかった

から，それをケインズから借用したとも思わない。この

アイデアは当時私が属していたアカデミックな環境にお

いてはすでに常識であったし，私のシカゴの同僚の誰か

がそれに異論を唱えたかも知れないとか，彼らがそれを

ケインズから，あるいは私から，学ぶ必要があったとか，

いま想起することはできない」鋤。

　「ヴァイナーは，…劇的な，あるいは根本的に革新的

な趣きのあるどんなことをも嫌った」65）人であるという

のが，アラン・スウィージーのヴァイナー評価であるが，

ここでジェイコブ・ヴァ．イナーが彼の呼ぶケインズの

「公式」，「アイデア」を赤字スペンディング・ポリシー

という実践的帰結までも含めて十全に理解していたわけ

でないことは明らかである。ヴァイナーは，「バジェッ

ト・バランサーズ」の中核を成．していた財務長官モーゲ

ンソーの経済顧問であり，1937年の景気後退に際して

ローズヴェルト大統領が赤字スペンディングの方向に決

定を下した転換点においても，モ』ゲンソーに進言して，

1939会計年度には予算を均衡化させるという保証を与

え，それによって民間投資を鼓舞するという路線をロー

ズヴェルトに提起しているからである66）。

　にもかかわらず，ヴァイナーはケインズの言っている

ことなどすでに常識であったと言う。こうしたヴァイナ

ーのようなケインズ評価を説明するのに適切なのは，

「すれ違い」仮説である。つまり，当時め経済学者はケ

インズの言うことを自分の言葉と先入見で焼き直して把

握し，それによってケインズを理解したつもりになって

いたわけだ。スタインの次の解釈は，直接にヴァイナー

を指しているものではないが，この間の事情を説得的に

説明している。すなわち，1936年以前の「経済学者た

ちは，自分たちがいつも語ってきたことを，ただ言葉と

強調点と現状への適用とをわずかに修正しただけで，ケ

インズが語っていると考え，当時受け容れられていた教

義を基準にしてケインズを評価する傾きがあった」67）。

　（2）合衆国にローズヴェルト政権が誕生し，．ニュー

ディール（カードの配り直し）に乗り出したとき，ケイン

　64）　Jacob　Viner，“Comments　o血my　1936　Re－
　view　of　Keynes，θ侃8γαZ　Tんθoγ9，”in　Robert　Leka－

　chman，　ed．，　Kθ写πθ5’σθηθγαZ　Tん80γ鰹’Eθpoγ6∫（ゾ

　Tん7θθ一〇60認θ∫，1964，p．263．中内恒夫訳『ケインズ経’

　済学の発展』（東洋経済新報社，1967），P・306。

　65）　アラン・スウイージー，上掲，P．119。

　66）　スタイン，上掲，P．102。

　67）　同上，P．67。

67

ズはその熱狂的とも言える支持者となった。「大胆かつ

持続的実験」を唱道するローズヴェルト大統領は，自国

の鈍重な正統主義と自己満足の雰囲気とたたかってきた

ケインズにとってきわめて魅力的な存在であったし，さ

らにはまた自分が年来あたためてきたアイデアが初めて

実行に移されるものと彼は期待したであろう68）。1933

年12月31日過の有名なローズヴェルトあて公開書簡を

ケインズは次のよびかけで書き出している。「あなたは

みずから進んで，現存する社会制度の枠組の内部で，理

性に基づいた実験によってわれわれの現状の弊害を矯正

しようとしている各国の人々のために，受託者となった

のである」69）と。

　ケインズにとってこの一文は，言うまでもなく，「現

存する社会制度の枠組」の外部にあるヒトラー体制およ

びスターリン体制との対比という当時の世界情勢の中で

重要な意味をもっていた。それだけに，ローズヴェルト

政権の実験に対するケインズの期待と希望は大きかった。

　しかし，期待や希望は影響力とは違う。ニューディー

ルの経済政策の背後にケインズの影響力があったという

伝説は，やはり伝説にすぎない。ウインチは，ニューデ

ィール当時の1933年12月のrニューヨーク・タイム

ズ』と戦後9）1962年10月の『ニュー・リパブリック』

誌からこの種の論調を引いて，この伝説がなかなか消え

ないことを指摘している70）。例えば，『ニ同一・リパブ

リック』誌はこう述べている。「ニューディールの基礎

にある根本理論は，ジョン・メイナード・ケインズと大

西洋の両側の彼の同僚とのそれであった」。だが，何よ

りも確かなことは，大西洋の新大陸の側にはまだケイン

ズの「同僚」はいなかったということである。

　1934年6月にケインズは再び訪米し，このときには

ローズヴェルト大統領と会談した。だが，この2大巨人

の歴史的会見はローズヴェルトのケインジアン岱の改宗

をもたらさずに終った。合衆国で初めての女性キャビネ

ット・メンバー，労働長官のフランシス・パーキンスは，

ケインズの大統領訪問について次のように回顧している。

「ケインズは1934年にやや短時問ロ」ズヴェルトを訪問

し，高尚な経済理論を語った。そのあとロ〒ズヴェルト

は私にこう述べた。『君の友人のケインズに会った。彼

は数字の長話を置いていった。彼は経済学者よりもむし

ろ数学者に違いない』」71）。パーキンスはまたケインズ

68）Donnald　Winch，　Eo侃。編。∫αηd　PoZ胆沢
研。∫60γゼ。αZ86％〔匂，1969，　p．2210

69）　同上より重引。　　　　70）　同上，P．220。
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のローズヴェルト評価をも伝えている。「ローズヴェル

トとの会見のあと私のオフィスに来て，ケインズはロー

1ズヴェルトのとってきた行動に対する彼の称賛の意を繰

返したが注意深くこうも述べた。自分は『大統領が経済

学的に言・ってもっと学識があると想定していた』と」72）。

　こうしたエピソードから傍証され’るように，この時点

でもニューディールに対するケインズの影響を語るこ．と

はできない。ハロッドも結局否定的結論に到達している。

，「私は，大統領がこの会見によって深く影響され，その

後干の政策をある程度ケ．インズの理論に照して進めたと

いうことが真実であるかどうかを見出すのにとくに労を

とった。証言は矛盾を含んでいる。事情をよく知ってい

る人々の間の支配的な意見は，ケインズの影響は大きな

ものではなかったということである。大統領がケインズ

に最高の敬意を払っていたことは疑いの余地がない。自

国の多くの経済学者によって非難されていた大統領にと

って，この有名なイギリスの経済学者が彼自身の経済的

実験のいくつかに賛成しているということを想起するの

は，うれしいことであっただろう。そのことと彼によっ

て深く影響されたということとは全く別問題である」73）。

　ローズヴェルト大統領がケインズとその理論を受け容

れることができなかったというこの問題の本質はどこに

あるか。出色のローえヴェルト論の著者は次のように明

快に述べている。rローズヴェノレトの精神は機能的な精

神であった。瞬間的で鋭く，スピードが持続し，柔軟で

あった。それは彼の知的な習慣に示されている。彼は精

緻な，練り上げられた理論を嫌った。彼は，行政の改善，

制度としてのキャビネットの強化および議会への対処の

仕方について大学人が常に送ってきた長い抽象的な書簡

たほとんど注意を払わなかった。彼は抽象というものを

嫌った。彼の精神は細部，特定されたもの，個別的なも

のを望んだ。彼は変わることなく一般的な問題には例を

挙げることによって答えた。個別のビジネス，カンサス

の農民，ハイド・パークの問題，ウィルスン政権時代の

ある状況などという形で。彼の情熱は具体的なものに向

けられていた」。「ローズヴェルトは，1人の思想家とし

て，ケインズ経済学が彼に与えた機会を捉えることがで

71）　Frances　Perkins，71んθEoosθ麗あ1κπθω，1p46，

p．225．

72）　同上，P．226。なお，パーキンス（P・276）にも

上掲注35と同じようなイッキーズに対する評価があ
ることを付け加えておく。
ブ3）　Roy　F．　Harrod，　Tんθ，L喰〔ゾ」’oんη物解αγ4

醜拠83，1951，P449．塩野九十九訳『ケインズ伝（改
訳版）』下巻（東洋経済新報社，1967），p．500。
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きなかったというだけの；とである」74）。パーキンスも

同じ感想をもらしている。「彼〔ケインズ〕がローズヴェ

ルトに話をしたとき，ローズヴェルトが経済学的知識の

高い層に属しているかのようにローズヴェルトを取り扱

うのではなく，具体的に話せばよかったものをと私は考

えている」75）。

　（3）1937年夏に急激な景気後退が発生したあと，「ス

ペンダーズ」と「バランサー塔」の抗争は頂点に達した。

「スペンダーズ」の主張は，政府支出の急減がこの景気

後退を引き起したのだから，スペンディングを再開せよ

というものであった。ケインズもまた1938年2月1日

と3月25日にローズヴェルトに書簡を出してスペンデ

ィング増大を訴えたが，それは大統領の決定に影響を与

えなかった。皮肉なことに，ローズヴェルトはケインズ

の最初の書簡の返事をモーゲンソーに書かせている76）。

　ローズヴェルト政権の赤字スペンディングへの決定的

移行は，1938年春に，ローズヴェルトがウォーム・ス

プリングズで休養中に，つまりローズヴェルトのぞぱに

モーゲンソーがいない．ときに，一種のクーデターとして

実現された。マリナー・エクルズは次のようにその事情

を書いている。「その年の初めに赤字スペンディングの

再開を迫ってきわめて活発に動いたハリー・ホプキンズ

は，そのときフロリダにいて，』むずかしい手術からの回

復をはかっていた。そこにいるあいだに，彼は上述の線

〔補整的支出〕にそった行動をもう1度大統領に迫ったな

ら好ましい回答を得られると感じたようである。彼はウ

ォーム・スプリングズの大統領に会おうとし，途中アト

ランタで降りて，レオン・ヘンダスン，オーブリ・ウイ

リアムズ，およびビアズリー・ラムルを呼び寄せた。彼

らは「緒になって意図された赤字スペンディングの弁護

理由をもう1度考え出した。このメモで武装して，ホプ

キンズはローズヴェルトと会って討論するためにウォー

ム・スプリングズに向かった。大統領の列車がワシント

ンに向けてホプキンズも乗せて出発する4月2日までに，

予算を均衡化させる計画の全体が廃棄された。／国民は

この事実を1938年4月14日に知らされた。その日ロー

ズヴェルトは大規模なスペンディングの再開を訴える教

書を議会に送った」77）。

　このと．きメイシーの財務部長ラムルの貢献が大きく，

連邦政府の干渉は鉄道への土地の付与，金貨の鋳造など

74）　ジェイムズ・バーンズ，上掲，P・334。

75）　パーキンス，上掲，P・226。

76）　スタイン，上掲；P．108。

77）　エクルズ，上掲，P・311。
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昔からあることだというラムルのメモがローズヴェ・ルト

の心を捉えたという説があるが78），いずれにせよ，ロー

ズヴェルト政権が公式に赤字スペンディングに移行した

この決定的転換も，ひとまずケインズの影響とは独立に

行われたのである。

　（4）　だが，1936年刊行のr一般理論』はその影響力

をアメリカにおいても行使しつつあった。「イギリスの

ケンブリッジで鳴らされた……トランペットは，マサチ

ューセッツ州のケンブリッジでもきわめてはっきりと聞

かれるようになった。ハーヴァードは合衆国にケインズ

の思想が伝えられる際の主要通路であった」79）。

　サムエルスンは，「ケインズの著：書が到着したときの

若い経済学者の興奮を，キーツがチャプマンのホーマー

を最初に見たときのそれになぞらえている」。「昼聞はま

だ古い経済学が教えられていた6しかし，夕方には，そ

して1936年以後になるとほとんど毎夕，ハーヴァー．ド・

コミュニティのほとんど誰もがケインズを論じた」80）。

　そして，1937年秋に，ミネソタ大学にいたアルヴィン・

ハンセンがハーヴァードにやって来た6ハンセンはすで

に齢50を数えていた。ハンセンは直ちにケインジアン

になったわけではなかった。1936年夏に『イエイ．ル・

レヴュー』にr一般理論』の書評を書いたときはハンセ

ンはまだケインズに対してクールであった。ハンセンが

自分自身の長期停滞論を発表して，ケインズ理論を完全

に受け容れたのは，1938年12月の，．「アメリカ経済学

会」での会長演説においてであった8D。そして，ハンセ

ンについて特筆すべきことは，彼にとっては，「経済思

想はその実際の利用と切り離されてはいない」82）という

ことであった。ひとたびケインズの思想を受け容れたハ

ンセンは，それを書物や論文や講義で展開し，それをア

メリカ経済に適用した。ハンセンは，学生や若い世代の

人々にこの思想を理解するよう説得し，また理解したら

他の人々にも理解させ，行動に移すよう説得した。こう

して，ハンセンは，「みずから求めてでもなければ，そ

の事実を完全には知らないままに，この十字軍の指導者

となった」83）。

　アメリカ合衆国におけるケインズ革命の上でのハンセ

　78）　Robert　M。　Collins，　TんθB賜∫ゼηθ∬Eθ趣）oπ3θ亡0

　1（θ拠θ3，1929－1964，Columbia　U．　P．，1981，　pp．70－71。

　79）　Jolln　K．　Galbraith，“How　Key茸es　Cam6　to

　America，”in　his且Oo窺θ祝poγα7〃σ％ぎdθ孟。　Eooπo隅一

　ゼ63，抽αoθ，αη〔∫1ンα錫gん孟8γ，1971，p．48。

　80）　同上，P・49。

　81）　スタイン，上掲，P・164。

　82）　ガルブレイス，上掲，P．50。　　83）　同上。
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ンの功績をガルブレイスは次のように高く評価している。

「アルヴィン・ハンセンの勇気と知性に負うところは特

に大きい。保守派でさえ資本主義と呼んでいるものを救

うという功績において，ハンセンの右に出るものは，た

だケインズだけである」84）。

　1938年10月に，若い世代のケインジアンの初めての

宣言が出された。「ハーヴァード・タフツ・セヴン」85）

の『アメリカ民主主義のための経済計画』（11πEooπo禰o

Pγogγα視プbγオ況θπo侃Dθ呪ooγαoのであった。その基

礎にあったのは，「成熟」テーゼであった。「将来のため

の建設は，人口の急成長と共に経済が拡大しているとき

．には，よいことであったσ拡大の制限に到達し，人口の

成長率が鈍化したときには，将来のための建設はますま

す危険な冒険となった。その量が収縮レそれと共に現

在において購買する能力が収縮した。過去においては拡

大が自分で自分を養ってきた。現在においては収縮が自

分で自分を養っている。これが1929年から現在までに

至る趨勢の逆転の基底にある基本的変化である」86）。

　「ハーヴァード・タフツ・セヴン」の宣言とハンセン

の会長演説がワシントンのニューディーラーズに与えた

影響を，スタインは次のように分析している。ニューデ

ィーラーたちは，「5年間も政権にあるのに，なぜ経済

はいまなお不況下にあり，なぜ赤字スペンディングゐ§い

まなお必要とされるのかを証明しなければならなかった。

彼らは，ニューディールが〔民間〕投資をおじけつかせた

がゆえに繁栄は再獲得されなかったのだという非難に回

答しなければならなかった。『一般理論』が彼らにその

回答を与えた。……この回答によれば，問題はニューデ

ィールが行ってきた何かにあるのではなくて資本主義の

．致命的欠陥にあるのであった。こ．の欠陥とは，技術的に

進んだ経済においては民間投資が完全雇用貯蓄に立後れ

る傾向が不変的であるということであった」。だから，

ニューディ．一ルの実験から学ばれるべき最大の教訓は次

のことでなければならない。「ニューディーノレの唯一の

誤りは十分にスペンドすることに失敗したところにあ

る」と87）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　平井規　之

　　　　　　　　　　　　　　　（一橋大学経済研究所）

84）　同上，P．．59。

85）　Richard　V．　Gilbert，　George　H．　Hildebrand，

Arthur　W．　Stuart，．Maxine　Y。　Sweezy，　Paul　M．

sweezy，　Lorie　Tarshis，　and　John　D．　wilson。

86）　ベイリー，上掲，P．19より重引。

87）　スタイン，上掲，P．167。


